


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

はじめに 

近年わが国では、核家族化の進展や女

性の社会進出など子どもや家庭を取り巻

く環境が大きく変化しています。 

特に少子化に関しては、平成１７年にお

いて女性が生涯に産む子どもの人数を示

す合計特殊出生率が 1.25 と過去最低を記

録しました。この憂慮すべき事態は将来の

労働力の低下や社会保障費負担の増大、子

どもの健全な育成など社会に及ぼす影響

が懸念されています。国や地方公共団体に

おいても様々な施策を講じていますが、こ

れらを解決するためには行政だけでなく、

家庭や地域、企業などが一体となって子育てを支援していく社会を作っ

ていかなければなりません。 

 太田市においても、次世代育成支援対策推進法に基づき平成１７年度

から平成２１年度までを前期計画期間として、様々な子育て支援策を実

施してまいりました。そして今年度、社会情勢や子どもを取り巻く環境

の変化を考慮し、前期行動計画の見直しを行い平成２２年度から平成２

６年度までの後期行動計画を策定しました。太田市はこれまでも子育て

支援に関して、第３子以降子育て支援事業など、他の自治体と比較して

も充実していると自負しておりますが、さらによりよい次世代育成支援

の施策を展開してまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、市民の皆様にはこの行動計画の推進にあたり、よ

り一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

  平成２２年３月 

 

太田市長               
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第１章 行動計画策定にあたって

第 1 節 計画策定の趣旨 

 

１．計画策定の背景・趣旨  
 

我が国は、平成 2 年の｢1.57 ショック｣を契機に少子化を｢問題｣とし、この

少子化の問題は子どもの健やかな成長への影響だけではなく、社会保障をはじ

めとして労働人口の減少や地域社会の活力の低下など、社会全体にきわめて深

刻な影響を及ぼすものとして、これまでに様々な少子化対策を実施してきまし

た。 

この中で、｢次世代育成支援対策推進法｣は、家庭や地域の子育て力の低下に

対応するため、次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援するとい

う観点から、平成 15 年 7 月に制定されました。これを受け、太田市では、平

成 17 年 3 月に｢太田市次世代育成支援対策行動計画（前期計画）｣を策定し、

次世代育成支援のための具体的な取組みを推進しています。 

しかしながら、こうした取組みが全国的に行われているにもかかわらず、平

成 20年の全国の合計特殊出生率は「1.37」、群馬県は「1.40」、太田市は「1.66」

と、少子化の流れは依然として変わらず、人口置換水準 1を大きく下回る状況

が続いています。 

国では、予想以上の少子化の進行に対処し、少子化対策の抜本的な拡充、強

化、転換を図るため、平成 18 年 6 月、少子化社会対策会議において、｢社会

全体の意識改革｣と｢子どもと家族を大切にする｣観点からの施策の拡充という

2 点を重視した、｢新しい少子化対策について｣を決定しています。 

また、平成 19 年 12 月の「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会

議では、「結婚や出産・子育てに関する希望と現実の乖離の拡大」や「今後の人

口構造の変化を踏まえた重点課題」を重点戦略策定における視点とし、就労と

出産・子育ての二者択一状況を解消し、「働き方の見直しによる仕事と生活の調

和の実現」とともに、その社会的基盤となる「包括的な次世代育成支援の枠組

みの構築」（「親の就労と子どもの育成の両立」と「家庭における子育て」を包

括的に支援する仕組み）を車の両輪として進めていく必要があるとしています。 

このような状況を受け、太田市においては、次世代を担う子どもたちの育成

と子育て支援を、より一層充実させ、計画的な取組みを推進するために「太田

市次世代育成支援行動計画（後期計画）」を策定します。 

 

 

 

1 長期的に人口が安定的に維持される合計特殊出生率の水準を｢人口置換水準｣という。この水準を下

回ると人口が減少することになり、人口学の世界では、この水準を相当期間下回っている状況を｢少

子化｣と定義している。標準的な水準は 2.1 前後、近年の日本における値は 2.07～2.08 であるが、

男女の出生性比等の違いによって変動する。 
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２．計画の位置付け  
 

本計画は、「次世代育成支援対策推進法」第 8 条第 1 項に基づき、太田市に

おけるすべての子どもと家庭を対象に、子どもの家庭、地域、事業所、行政な

どが子育てに取り組む具体的な方向性を示すものです。 

また、この計画の策定にあたっては、｢新生太田総合計画｣をはじめ、太田市

地域福祉計画等の既存計画と次世代育成支援行動計画との整合性を図ることが

重要となっています。 

なお、この法律は平成 26 年度までの 10 年間の時限立法で、市町村行動計

画はこの期間において集中的・計画的な取組みを推進するためのものとなって

います。 

 

 

３．計画の期間  
 

「次世代育成支援対策推進法」は、平成 17 年度から 10 年間の集中的・計

画的な取組みを促進するために制定されました。 

平成 17 年度を初年度とし平成 21 年度までの 5 年間を前期、平成 22 年度

から平成 26 年度までの 5 年間を後期とする 2 期 10 年間を計画期間とし、後

期計画については前期計画に係る必要な検証を行ったうえで見直します。 

 

 

前 期 行 動 計 画

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

後 期 行 動 計 画

見 直 し
 

図 次世代育成支援対策行動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

太田市次世代育成支援の現状と課題 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

第 1 節 太田市の現状 

 
１．人口の推移  
 

① 総人口及び世帯の推移 

太田市の総人口は、平成 17 年から平成 21 年にかけて年々増加しており、

平成 21 年では 220,078 人となっています。 

また、1 世帯あたりの人員は、世帯数が総人口と同様に増加傾向になってい

ることもあり、平成 17 年には 1 世帯あたり 2.71 人であったものが、平成

21 年には 2.62 人と年々減少傾向となっています。 

このことから、近年においては総人口の増加及び核家族化が進行しているこ

とがわかります。 

 

図 総人口と世帯（太田市） 
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資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 
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資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 
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② 人口動態の推移 

社会人口動態は、平成 18 年から平成 20 年にかけて転入数で若干の減少傾

向にあるなか、転出数においても同様の傾向を示しており、近年では、転入が

転出を上回り人口増加が続く傾向にあります。 

また、自然人口動態は、平成 18 年から平成 20 年にかけて出生数が増加し

ており、出生数が死亡数を上回る人口増加傾向が続いています。 

近年では、社会人口動態及び自然人口動態ともに増加の推移となっています。 

 

図 人口動態の推移（太田市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：群馬県移動人口調査（各年 1 月から 12 月までの合計値） 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

② 人口構成の推移 

太田市の人口構成をみると、年少人口は平成 17 年の 15.2％から年々増加

し、平成 21 年には 0.3 ポイント増加の 15.5％となっています。 

また、老年人口は年少人口と同様に増加傾向にあり、平成 21 年では 2.5 ポ

イント増加の 18.9％となっています。 

一方、生産年齢人口は平成 17 年の 68.4％から減少傾向にあり、平成 21

年では 2.8 ポイント減少の 65.6％となっています。 

太田市においても、年少人口を上回る老年人口の増加となっており、少子高

齢化は着実に進行しています。 

 

図 年齢 3 区分別人口構成（太田市） 
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資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 
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③ 児童人口（0～11 歳）の推移 

太田市の児童人口（0～11 歳）は、平成 17 年には 26,884 人であったも

のが、平成 21 年では 537 人増加の 27,421 人と、年々増加傾向となってい

ます。 

 

図 児童人口（0～11 歳）（太田市） 
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資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

２．出生の推移  
 
① 合計特殊出生率と出生数の推移 

太田市の合計特殊出生率 1及び出生数は、平成 17 年から平成 20 年にかけ

て増加しており、平成 20 年には合計特殊出生率 1.66、出生数 2,209 人とな

っています。合計特殊出生率については、全国及び群馬県に比べ高いものとな

っていますが、依然として人口置換水準を大きく下回る状況が続いています。 

 

図 合計特殊出生率 
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資料：群馬県健康福祉統計年報 

 

図 出生数（太田市） 
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資料：群馬県健康福祉統計年報 

 

１ 合計特殊出生率とは、その年次の 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の

女性が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むと仮定したときの子どもの数に相当

する。 
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３．婚姻の動向  
厚生労働省｢人口動態統計｣によると、わが国では 2007 年に生まれた子ども

のうち、98％は嫡出子（法律上の婚姻をした夫婦間に出生した子）であり、嫡

出でない子（いわゆる婚外子）の割合は 2％にすぎません。したがって、我が

国では子どもは男女が結婚してから生まれる場合が大半であることから、結婚

しない人の割合が増加すれば、出生数の減少に直接的な影響を与えます。この

ため、未婚化・晩婚化は少子化の最も高い要因の一つとして指摘されています。 

 

① 婚姻率の推移 

太田市の婚姻率（人口千対）の推移では、平成 18 年の 6.5 をピークに年々

減少し、平成 20 年には 5.8 まで低下しました。 

全国及び群馬県と比べ高い水準となっていますが、1970 年代前半（昭和

45 年から昭和 49 年）の第 2 次ベビーブーム期の婚姻率は概ね 10.0 以上あ

ったことから、近年では太田市だけでなく、全国・全県的に半分以下まで落ち

込み、未婚化が進行していることが伺えます。 

 

図 婚姻率（太田市） 
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資料：群馬県健康福祉統計年報。人口千対=（年間婚姻数/市人口【10 月 1 日現在】）×1,000 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

② 平均初婚年齢の推移 

全国と群馬県の平均初婚年齢の推移は、昭和 35 年から昭和 45 年にかけて

夫婦とも 25 歳前後であったものが、平成 19 年では夫が 30 歳、妻が 28 歳

と上昇傾向を続けており、結婚年齢が高くなる晩婚化が進行していることが分

かります。 

 

図 平均初婚年齢（夫） 
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資料：群馬県の人口動態概況 

 

図 平均初婚年齢（妻） 
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資料：群馬県の人口動態概況 
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４．太田市の人口の将来予測  
 

① 将来の総人口 

人口推計 1によると、太田市の将来の総人口は近年の人口増加傾向が反映さ

れ、平成 24 年には 220,780 人まで増加することが予想されます。しかしな

がら、その後は減少傾向となり、平成 30 年には 218,953 人と、平成 24 年

のピーク時に比べて 1,827 人の減少となります。 

 

図 人口推計_総人口（太田市） 

220,078

220,529
220,693 220,780 220,749 220,685 220,575

220,148

219,687
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215,000

216,000

217,000

218,000

219,000

220,000

221,000

222,000

平
成
17
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（人）

実績総人口

推計総人口

 

資料：平成 17 年から平成 21 年は住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在）。平成 22 年以降は、住民基本

台帳による推計値（各年 4 月 1 日現在）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人口推計はコーホート変化率法による。コーホート変化率法とは、ある時期の年齢階層 1 歳ごとの

変化率を算出し、その変化率が将来にわたって継続するものと仮定する推計方法。0 歳児の出現数は、

婦人子ども比により算出される。 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

② 将来の人口構成 

人口推計によると、太田市の将来の人口構成は、平成 22 年から平成 30 年

にかけて、年少人口が 1.3 ポイント減少の 14.1％、生産年齢人口が 4.3 ポイ

ント減少の 60.8％となっており、いずれも年々減少することが予想されます。 

一方、老年人口は増加しつづけ、平成 30 年には 5.6 ポイント増加の 25.1％

となります。 

このことから、年少人口及び生産年齢人口の減少、さらに老年人口の増加に

より、今後、人口構造に変化が生じ、労働力人口の減少による経済社会への影

響等、社会全体に大きな影響を与えることが懸念されます。 

 

図 人口推計_人口構成（太田市） 

15.4% 15.3% 15.2% 15.1% 15.0% 14.8% 14.5% 14.3% 14.1%

65.1% 64.8% 64.1% 63.3% 62.5% 61.7% 61.3% 61.0% 60.8%

19.5% 19.9% 20.7% 21.7% 22.6% 23.5% 24.2% 24.7% 25.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成22年 23 24 25 26 27 28 29 30

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

 

資料：住民基本台帳による推計値（各年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‐12‐ 

③ 将来の年少人口（0～14 歳） 

人口推計によると、太田市の年少人口（0～14 歳）は、平成 22 年から平成

30 年にかけて 3,158 人減少することが予想されています。特に、0～4 歳の

減少が最も多く 2,141 人の減少が見込まれています。 

 

図 人口推計_年少人口（0～14 歳）（太田市） 
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資料：住民基本台帳による推計値（各年 4 月 1 日現在） 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

第２節 ニーズ調査結果からみた子育て状況 

 

■次世代育成支援に関するニーズ調査の実施 

 太田市では、本計画を策定するにあたり、子育てに関する市民の生活実態や要

望・意見等を把握し、基礎資料を得ることを目的にニーズ調査を実施しました。 

 

 ・調 査 対 象 者：太田市全域 就学前児童保護者 1,500 世帯 

               就学児童保護者 1,500 世帯 

 ・有 効 回 答 数：就学前児童保護者 1,220 世帯（81.3％） 

         就学児童保護者 1,401 世帯（93.4％） 

 ・抽 出 方 法：無作為抽出 

 ・配布回収方法：手渡し配布・回収（一部郵送配布回収） 

 ・調 査 時 期：平成 21 年 3 月 

 

１．子育ての状況  
 

① 子育てへの不安感や負担感について 

子育てに対して不安感や負担感を感じるかの質問について、「楽しいと感じる

ことの方が多い」が就学前保護者では 64.1％、小学校保護者では 62.8％とい

ずれの保護者ともに最も多くなっています。また、「楽しいと感じることと辛い

と感じることが同じくらい」、「非常に不安や負担を感じる」との回答もあり、

子育てに対する不安感や負担感を感じている保護者は少なくありません。 

 

図 子育てへの不安感や負担感 

64.1%

31.0%

2.9%

0.7%

1.1%

0.3%

62.8%

30.8%

2.4%

1.1%

2.1%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい

辛いと感じることの方が多い

その他

わからない

無回答

就学前

小学校

 

資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 1,220、小

学校児童保護者回答者数 1,401） 
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また、「楽しいと感じることの方が多い」と答えた人で、「子育てをする中で、

有効な支援・対策」の質問については、就学前児童保護者では、「仕事と家庭生

活の両立」が 38.4％と最も多く、次いで「子育てしやすい住居・まちの環境

面での充実」が 37.9％、「子どもを対象にした犯罪・事故の軽減」が 37.1％

となっています。小学校保護者では、「子どもを対象にした犯罪・事故の軽減」

が 61.7％と最も多く、次いで「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」

が 54.0％、「子どもの教育環境」が 53.8％となっています。 

一方、「楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい」及び「辛いと

感じることの方が多い」と答えた人で、「子育ての辛さを解消するために必要な

支援・対策」の質問については、「仕事と家庭生活の両立」が就学前では 16.5％、

小学校では 59.1％といずれの保護者ともに最も多くなっています。就学前児

童保護者では、「保育サービスの充実」、「子育てしやすい住居・まちの環境面で

の充実」、小学校保護者では「子どもの教育環境」、「子育てしやすい住居・まち

の環境面での充実」の回答も多くなっています。 

 

図 子育てをする中で有効な支援・対策 
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資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 782、小学

校児童保護者回答者数 880、複数回答） 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

図 子育ての辛さを解消するために必要な支援・対策 
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要保護児童に対する支援

その他

無回答

就学前

小学校

 

 

資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 413、小学

校児童保護者回答者数 464、複数回答） 
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② 子育て支援サービスの認知度と利用希望について 

子育て支援サービスの認知度については、「児童館」が 92.2％と最も多く、

次いで「母親学級、両親学級、育児学級」が 87.5％、「保健センターの情報・

相談サービス」が 74.8％となっています。 

一方、利用希望については、「児童館」が 77.0％と最も多く、次いで「保育

所や幼稚園の園庭等の開放」が 53.5％、「保健センターの情報・相談サービス」

が 46.7％となっています。 

 

図 子育て支援サービスの認知度 
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こんにちは赤ちゃん事業

子育てサロン

子育ての総合相談窓口

（市役所の窓口）

知っている 知らない 無回答
 

 

図 子育て支援サービスの利用希望 
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利用したい 利用予定はない 無回答
 

資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 1,220） 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

③ 育児休業制度の取得状況について 

育児休業制度の取得状況については、「母親が利用した」が 19.5％、「父親

が利用した」が 1.0％、「母親と父親の両方が利用した」が 0.1％と、合計で

20.6％となっています。 

次世代育成支援行動計画では、子育ては男女が協力して行うべきものとされ

ていることから、「子育てしながら働きやすい職場環境づくり」や「意識改革を

含めた男性の働き方の見直し」に対する具体的な取組みを進めることが需要な

鍵となります。 

 

図 育児休業制度の取得状況 

利用しなかった
76.7%

無回答
2.7%

母親が利用した
19.5%
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方が利用した

0.1%

 

資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 1,220） 
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⑥ 「仕事時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度について 

「仕事時間」、「家事（育児）時間」、「プライベートの時間」の優先度につい

ての希望と現実の回答では、いずれの保護者ともに「仕事時間」では現実が希

望を大きく上回っています。 

一方、「家事（育児）時間」については、「仕事時間」と逆になっており、現

実が希望を下回っています。このことにより、仕事時間の希望と現実の差が大

きいことから、仕事により家事・育児の時間が思うように取れない現実が伺え

ます。 

また、「プライベート時間」については、いずれの保護者ともに希望と現実の

差が大きく開く結果となっています。 

 

図 「仕事時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度 
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仕事時間を優先 家事（育児）時間を優先 プライベートを優先 その他 無回答

 

 

資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 1,220、小

学校児童保護者回答者数 1,401） 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

２．第３子以降子育て支援事業について 

 

① 第３子以降子育て支援事業の対象世帯 

第３子以降子育て支援事業の対象となっている世帯は、就学前では 23.8％、

小学校では 33.3％となっています。 

 

図 第３子以降子育て支援事業の対象世帯 

23.8%

33.3%

73.2%

64.6% 2.1%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前

小学校

対象となっている 対象となっていない 無回答

 

資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 1,220、小

学校児童保護者回答者数 1,401） 

 

② 事業の対象となっている世帯の意見・要望 

第３子以降子育て支援事業の対象となっている世帯の意見・要望は、就学前

及び小学校とも同様の傾向となっており、「子育てとして良い制度である」が 4

割を超え最も多くなっています。 

 

図 対象となっている世帯の意見・要望 
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46.9%

25.3%

17.6%
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1.7%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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この制度は必要ないと思う

別の制度を検討したほうが良い

その他

無回答
就学前

小学校

 
資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 290、小学

校児童保護者回答者数 467） 
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③ 事業の対象となっていない世帯の意見・要望 

第３子以降子育て支援事業の対象となっていない世帯の意見・要望は、就学

前及び小学校とも同様の傾向となっており、「第１子・２子の助成制度も充実し

てほしい」が 4 割を超え最も多くなっています。 

 

図 対象となっていない世帯の意見・要望 
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無回答
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資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 893、小学

校児童保護者回答者数 905） 

 

④ 事業の効果により今後第３子以降の子どもが増えるかどうか 

第３子以降子育て支援事業の効果により、子どもの数が増えるかの質問につ

いては「どちらともいえない」が就学前、小学校ともに 5 割を超え最も多くな

っていますが、「増えると思う」については、小学校より就学前のほうが多く、

今後、出生数の増加が期待されます。 

 

図 事業の効果により今後第３子以降の子どもが増えるかどうか 
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2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

増えると思う

増えないと思う

どちらともいえない

その他

無回答
就学前

小学校

 
資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 1,220、小

学校児童保護者回答者数 1,401） 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

３．平日保育サービス  
ニーズ調査によると、現在、保育サービスを利用している人の割合は 73.4％

となっています。このうち「認可保育所」の利用割合が 57.4％と最も多く、

次いで「幼稚園（通常の就園時間）」が 36.0％、幼稚園の預かり保育が 18.5％

となっています。 

保育サービスを利用している理由では、「就労しているため」が 61.6％と最

も多く、「子どもの教育のため」が 28.3％と 2 番目に多くなっています。 

一方、保育サービスを利用していない人の理由では、「母親か父親が就労して

いないなどの理由で必要がない」が 54.0％と最も多く、次いで「子どもの祖

父母や親戚の人がみている」が 18.6％、「子どもがまだ小さいため」が 13.0％

となっています。「子どもがまだ小さいため」を回答したした人のうち、子ども

を預けようと思う年齢は「3 歳」が 54.8％と最も多くなっています。 

現在は利用していないもののできれば利用したい、あるいは利用日数や回数

が足りていないと思う保育サービスについては、「病時・病後児保育」が 21.9％

と最も多く、「休日保育」が 18.2％、「認可保育所」が 15.0％、「一時保育」

が 13.9％と続いています。 

 

図 利用したい、利用が足りない保育サービス 
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0.7%
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3.1%

13.9%
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27.0%
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0% 10% 20% 30% 40%

認可保育所

家庭的な保育（保育ママ）

事業所内保育施設

認可外保育所

認定こども園【午前・午後を通じた保育の利用】

認定こども園【午前のみ保育の利用】

その他の保育施設

幼稚園

幼稚園の預かり保育

延長保育

休日保育

ベビーシッター

ファミリーサポートセンター

一時保育

病児・病後児保育

特にない

無回答

 

資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前児童保護者回答者数 1,220） 
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４．土曜日、日曜日、祝日の保育サービスについて  
ニーズ調査によると、土日や祝日の保育サービスの利用希望では、「ほぼ毎週

利用したい」が土曜日では 9.3％、日曜日・祝日では 2.9％となっており、「月

に 1～2 回は利用したい」が土曜日では 26.6％、日曜日・祝日では 17.7％と

なっています。 

 

５．学童保育  
ニーズ調査によると、現在、学童保育を利用している人の割合は 15.9％と

なっています。利用している理由では「現在就労している」が 91.5％、利用

していない理由では「現在就労していないから」が 30.4％といずれも最も多

くなっています。 

また、学童保育の「土曜日・日曜日」の利用希望としては 41.6％の割合と

なっています。 

 

６．一時預かり  
ニーズ調査によると、私用（買物、習い事、スポーツ、会合、美容院など）

やリフレッシュ目的、冠婚葬祭や子どもの親の病気、あるいは就労のため、子

どもを家族以外の誰かに預けたことがある人は 33.4％となっています。子ど

もを一時的に預けた理由では、「私用（買物、習い事等）、リフレッシュ目的」

が 64.9％と最も多く、次いで「就労」が 41.3％、「冠婚葬祭、子どもの親の

病気」が 35.9％となっています。 

一時預かり保育を今は利用していないができれば利用したい、あるいは利用

日数・回数を増やしたい人は 22.0％になっています。 

 

７．病児・病後児保育  
ニーズ調査によると、子どもが病気やケガで、通常の保育サービスが利用で

きないことがあった人は 56.5％となっています。その時の対処方法としては、

「母親が休んだ」が 63.3％と最も多く、次いで「同居者を含む親族・知人に

預けた」が 33.4％、「就労していない保護者がみた」が 29.6％となっていま

す。 

 

８．子育て支援拠点事業  
ニーズ調査によると、地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、

相談をしたり、情報提供を受けたりする場で、地域子育て支援センター等と呼

ばれています）の利用希望では、市内の児童館の利用希望を含めて 24.1％の

人が利用を望んでいます。 
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第２章 太田市次世代育成支援の現状と課題

第３節 前期計画特定 14 事業の実施状況 

 

前期計画期間における、特定 14 事業の実施状況は以下のとおりとなります。 

 

事 業 名 平成17年度 

実績値 

平成18年度 

実績値 

平成19年度 

実績値 

平成20年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

通常保育 
設置箇所数41箇所 

5,209人 

設置箇所数41箇所

5,292人 

設置箇所数41箇所

5,441人 

設置箇所数41箇所 

5,454人 

設置箇所数41箇所

5,601人 

延長保育 
設置箇所数30箇所 

1日平均220人 

設置箇所数31箇所

1日平均240人 

設置箇所数32箇所

1日平均227人 
設置箇所数34箇所 

1日平均200人 
設置箇所数33箇所

1日平均200人 

休日保育 
設置箇所数2箇所 

延べ285人利用 

設置箇所数2箇所

延べ498人利用 

設置箇所数2箇所

延べ526人利用 

設置箇所数2箇所 

延べ621人利用 

設置箇所数5箇所

定員数8人 

夜間保育 － － － － 
設置箇所数1箇所

定員数20人 

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ 
設置箇所数1箇所 

4人延べ21日利用 

設置箇所数1箇所

3人延べ9日利用

設置箇所数1箇所

8人延べ13日利用

設置箇所数1箇所 

0人延べ0日利用 

設置箇所数2箇所

定員数8人 

放課後児童ｸﾗﾌﾞ 
設置箇所数31箇所 

利用者数2,125人 

設置箇所数31箇所

利用者数2,318人

設置箇所数32箇所

利用者数2,416人

設置箇所数32箇所 

利用者数2,494人 

設置箇所数32箇所

利用者数3,000人

病後児保育 

（派遣型） 

－ － － － 検討 

病後児保育 

（施設型） 

設置箇所数1箇所 

延べ104人利用 

設置箇所数1箇所

延べ74人利用 

設置箇所数1箇所

延べ71人利用 

設置箇所数1箇所 

延べ67人利用 

設置箇所数1箇所

定員数4人 

ｼｮｰﾄｽﾃｲ 
設置箇所数1箇所 

14人延べ143日利用 

設置箇所数1箇所

18人延べ137日利用

設置箇所数1箇所

28人延べ127日利用

設置箇所数1箇所 

24人延べ93日利用 

設置箇所数2箇所

定員数8人 

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ

事業 

設置箇所数1箇所 

会員数698人 

設置箇所数1箇所

会員数901人 

設置箇所数1箇所

会員数1,113人 

設置箇所数1箇所 

会員数1,204人 

設置箇所数1箇所

会員数増加 

一時保育 
設置箇所数10箇所 

延べ5,304人 

設置箇所数11箇所

延べ3,265人 

設置箇所数11箇所

延べ3,199人 

設置箇所数11箇所 

延べ2,518人 

設置箇所数15箇所

定員数50人 

特定保育 設置箇所数0箇所 設置箇所数0箇所 設置箇所数0箇所 設置箇所数0箇所 
設置箇所数2箇所

定員数10人 

つどいの広場事業 

設置箇所数1箇所 

(九合行政ｾﾝﾀｰ・ﾎﾟﾋﾟ

ﾝｽ )゙ 

設置箇所数1箇所 

(九合行政ｾﾝﾀｰ・ﾎﾟﾋﾟ

ﾝｽ )゙ 

設置箇所数1箇所 

(九合行政ｾﾝﾀｰ・ﾎﾟﾋﾟ

ﾝｽ )゙ 

設置箇所数1箇所 

(九合行政ｾﾝﾀｰ・ﾎﾟﾋﾟ

ﾝｽ )゙ 

設置箇所数1箇所 

地域子育て支援ｾﾝ

ﾀｰ事業 

設置箇所数10箇所 設置箇所数11箇所 設置箇所数11箇所 設置箇所数13箇所 設置箇所数12箇所
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第３章 計画策定の基本的な考え方

第 1 節 基本理念 

 

太田市の目指す都市像である「人と自然にやさしい、笑顔で暮らせるまち太

田」を実現するため、市民と行政が知恵を出し合い、お互い協力して、豊かな

将来を見据えたまちづくりを推進してきました。 

この中で、少子高齢化社会の到来に伴い、家庭や地域の子育て力の低下に対

応するため、次世代を担う子どもや子どもを育成する家庭を社会全体で支援す

るという観点から、「太田市次世代育成支援行動計画（前期計画）」を実施して

きました。 

後期計画においても、子どもや親、地域が子育てを通じて生き生きと元気に

暮らせる社会の創造を目指し、誰もが安全で安心して生活することができる環

境のさらなる向上を目指し、笑顔あふれるまちとするため、前期計画の基本理

念を継承し定めます。 

 

 

 

太田市次世代育成支援行動計画 基本理念  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親と子の笑顔輝くまち おおた  



 

‐26‐ 

第 2 節 基本的な視点 

 

本計画の策定及び事業の実施にあたっては、9 つの視点を基本とします。 

 

１ 子どもの視点 

 

子育て支援サービスにより多くの影響を受ける子どもの幸せを第一に考え、子

どもの利益が最大限に尊重される支援が必要です。また、男女が協力して子育て

を行うことにより、子どもたちが安心して健やかに育つよう支援します。 

 

２ 次代の親づくりという視点 

 

子どもはやがて次代の子どもを育てる親となります。子どもが豊かな人間性を

形成し、自立した次代の親へと成長できるよう、長期的な視野に立った子どもの

健全育成のための取組みを進めていきます。 

 

３ サービス利用者の視点 

 

核家族化の進行や価値観の多様化に伴って、子育て家庭の生活実態や子育て支

援への利用者のニーズも多様化しています。このような多様なニーズに対応でき

るように、利用者の視点に立った柔軟な取組みを進めていきます。 

 

４ 社会全体による支援の視点 

 

家庭は子育てについての第一義的責任を有するという認識のもとに、行政はも

とより、企業や地域社会を含めたまち全体で、子どもと家庭を支えていくことが

できるよう取り組んでいきます。 

 

５ 仕事と生活の調和の実現の視点 

 

仕事と生活の調和を実現することは、結婚や子育てに関する希望を実現するた

めの取組みの一つとして重要になっています。事業者や市民一人ひとりが、仕事

と生活の調和の重要性を理解し、働き方を見直す契機となるよう、理解の浸透・

推進力の強化を官民一体となって取り組んでいきます。 
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第３章 計画策定の基本的な考え方

６ すべての子どもと家庭への支援の視点 

 

社会的養護を必要とする子どもの増加や虐待等の子どもの抱える背景の多様

化等の状況に十分対応できるよう社会的養護体制について質・量ともに整備を進

めます。また、子育てと仕事の両立支援だけでなく、子育てにおける孤立化等も

含め、広くすべての子どもと家庭への支援を行います。 

 

７ 地域における社会資源の効果的な活用の視点 

 

地域においては NPO、子育てサークル、子ども会、自治会をはじめとする様々

な地域活動団体等が活躍しているほか、子育て支援等を通じた地域への貢献を希

望する高齢者や地域に受け継がれる伝統文化等があります。また、学校施設、公

民館、児童福祉施設等の各種公共施設もあります。こうした様々な社会資源を十

分に活用した取組みを進めていきます。 

 

８ サービスの質の視点 

 

利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備するためには、サービス量

とともにサービスの質を確保することが重要となります。サービスの質を評価し

向上させるため、人材の資質向上とともに情報公開を推進します。 

 

９ 地域特性の視点 

 

地域における人口構造や産業構造、社会資源の状況等、地域の特性を生かした

主体的な取組みを進めていきます。 
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第 3 節 基本方針 

 

基本理念を実現するため、具体的な行動指針となる 8 つの基本方針を掲げて

各施策を推進していきます。 

 

１ 地域における子育ての支援 

 

人々の｢つながり｣や｢かかわり｣が薄れていく中で、｢身近な地域に相談できる

相手がいない｣、｢子どもを一時的に預けられるような体制が十分でない｣などの

理由から、在宅で育児を行う家庭の子育てへの負担感や不安感が増大していま

す。 

すべての子育て家庭のために、利用者のニーズを踏まえた保育サービスの充

実を図るとともに、子育てをする親同士の相談や交流の場の提供など地域社会

が積極的に子育てをサポートする温かい地域づくりの形成を目指し、子育て家

庭を地域で支えあえるネットワークづくりを推進していきます。 

 

 

２ 母親と乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

 

安心して妊娠・出産ができる環境を確保するとともに、母親の育児に関する

不安を軽減し、のびのびと安心して育児が楽しめるよう母子保健事業の一層の

充実を図ります。 

また、子どもたちの心身ともに健全な育成を図るために食育、思春期保健対

策、小児医療の充実を進めていきます。 

 

 

３ 子どもの心身の健やかな成長に向けた教育環境の整備 

 

家庭教育はすべての教育の出発点であり、子どもの基本的な生活習慣や倫理

感、自立心や自制心、社会的マナーなど｢生きる力｣を育成する上で重要な役割

を果たします。 

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸ばすことができるよう、

家庭はもとより学校・地域が連携・協力し、子どもの心身ともに健やかな育成

を図るための教育環境づくりを推進していきます。 
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第３章 計画策定の基本的な考え方

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

 

公共交通機関や公共施設、歩道など子育てバリアフリー化により、安心して

外出できる環境整備と、交通安全対策、防犯対策の推進など、子どもたちが安

心して暮らせる環境整備に努めるとともに、良質な公営住宅の確保や地域の居

住環境の整備を進めていきます。 

 

 

５ 仕事と家庭生活の両立の推進 

 

共働き世帯が増加し人々の生き方が多様化する中で、子育てと仕事の調和を

実現するためには、人生の各ステージ、特に子育て期において、多様で柔軟な

働き方を選択できることが重要となります。また、仕事と育児を両立していく

ためには意識改革を含めた男性の働き方の見直しが必要となります。 

事業者や市民一人ひとりが、仕事と生活の調和の重要性を理解し、働き方の

見直す契機となるよう、理解の浸透・推進力の強化を官民一体となって体制の

整備や広報、情報提供などに取り組んでいきます。 

 

 

６ 子どもの安全の確保 

 

子どもの交通安全を確保し、子どもを犯罪等の被害から守るための取組みを

推進します。また、犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた子どもの心

のケアに対して、関係機関と連携したきめ細かな支援を推進します。 

 

 

７ 要保護児童への対応などきめ細かな取組みの推進 

 

ひとり親家庭等の自立支援、児童虐待防止、障がい児及びその家族などへの

支援等、特に支援を必要とする子どもや家庭の子育て支援を推進します。特に、

児童虐待に関しては、発生予防、早期発見・早期対応等の観点から、地域の協

力、関係機関との連携及びネットワーク体制の強化を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 



 

‐30‐ 

８ 子育て期を迎えた親の育成支援～親育て～ 

 

家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女が、その希望を実現できるよ

うにするためには、経済的・精神的にも自立し、積極的に社会活動に参画でき

る環境づくりが大切です。 

このため、子育て期を迎えた親を対象に、社会・家庭生活に関する基礎知識

の付与など、親になるための意識啓発を図るとともに、男女が共同で子どもを

生み育て、明るく笑顔あふれる家庭を築きあげることを前提とした「男女共同

参画」に対応した講座の実施やリーフレットの配布などを推進していきます。 
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第３章 計画策定の基本的な考え方

太田市次世代育成支援行動計画の体系図 

 

基本理念、基本的な視点を踏まえ掲げた基本方針ごとの実施施策を体系図で

示します。 

また、この体系図で示されている実施施策を、さらに各個別事業へと展開し、

第４章以降に示します。 

 

 

親
と
子
の
笑
顔
輝
く
ま
ち　

お
お
た

基
本
理
念

基本方針 実施施策

１　地域における子育ての支援
１　地域における子育ての支援

２　母親と乳児及び幼児等の健康の確保及び増進
２　母親と乳児及び幼児等の健康の確保及び増進

３　子どもの心身の健やかな成長に向けた教育環
　　境の整備

３　子どもの心身の健やかな成長に向けた教育環
　　境の整備

４　子育てを支援する生活環境の整備
４　子育てを支援する生活環境の整備

５　仕事と家庭生活の両立の推進
５　仕事と家庭生活の両立の推進

６　子どもの安全の確保
６　子どもの安全の確保

(1)　地域における子育て支援サービスの充実
(2)　保育サービスの充実
(3)　子育て支援のネットワークづくり
(4)　子どもの健全育成
(5)　その他

(1)　子どもや母親の健康の確保
(2)　食育の推進
(3)　思春期保健対策の充実
(4)　小児医療の充実
(5)　不妊に対する支援

(1)　次代につなぐ健やかな心の育成
(2)　子どもの生きる力の育成に向けた学校等の教育環境の整備
(3)　家庭や地域の教育力の向上
(4)　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

(1)　良質な住宅と良好な居住環境の確保
(2)　安全な道路交通環境の整備
(3)　安心して外出できる環境の整備
(4)　安全・安心まちづくりの推進等

(1)　多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し等

(1)　子どもの交通安全を確保するための活動の推進
(2)　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
(3)　被害に遭った子どもの保護の推進　

(1)　児童虐待防止対策の充実
(2)　母子家庭等の自立支援の推進
(3)　障がい児施策の充実
(4)　就学困難児のための施策

７　要保護児童への対応などきめ細かな取組みの
　　推進

７　要保護児童への対応などきめ細かな取組みの
　　推進

８　子育て期を迎えた親の育成支援～親育て～
８　子育て期を迎えた親の育成支援～親育て～ (1)　子育て期を迎えた親の育成支援

具　

体　

的　

事　

業

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

個別事業の展開 
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第４章 個別事業の展開

第１節 基本方針における個別事業 

 
基本方針１ 地域における子育ての支援 

 

（１） 地域における子育て支援サービスの充実  
少子化の急速な進行や核家族化の進展等に伴って、地域において人と人との

つながりが薄れ、地域社会との交流が少なくなり、家庭や地域における子育て

機能が低下しています。このような状況に伴い、身近な地域に相談できる相手

がいないなど、子育てを行う家庭の子育てへの不安感や負担感が増大していま

す。 

このため、親同士の相談、情報交換、交流ができる場の提供及び養育や子育

てに関する情報提供等、働いている、いないにかかわらず、親と子の育ちを地

域で支え、家庭の中だけでの孤独な子育てをなくしていくことが必要となって

います。 

 

１-（１） 地域における子育て支援サービスの充実 

番 号 事  業  名 担 当 課 

1 病児・病後児保育事業の推進 こども課 

2 ファミリー・サポート・センター事業の推進 こども課 

3 放課後児童クラブの充実 児童施設課 

4 ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業の推進 こども課 

5 一時預かり事業の推進 こども課 

6 特定保育事業の推進 こども課 

7 預かり保育事業の推進 こども課 

8 つどいの広場設置事業の推進 こども課 

9 地域子育て支援センター事業の充実 こども課 

10 幼稚園・保育園における子育て支援の充実 こども課 

11 「放課後子ども教室」の充実 青少年課 

 

 

１ 病児・病後児保育事業の推進（こども課） 

保育園等に通っている児童が、病気の回復期にあるため集団保育等が困難であ

る場合、病院の敷地内に設置された施設で一時的に保育することにより、保護者

の子育てと就労の両立を支援することを目的に行われている事業です。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：設置箇所数 1 箇所 延べ利用者数 67 人 

平成 26 年度目標：設置箇所数 1 箇所 定員数 4 人 
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２ ファミリー・サポート・センター事業の推進（こども課） 

地域において、育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育

児や介護について相互援助活動を行う会員組織です。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：設置箇所数 1 箇所 会員数 1,204 人 

平成 26 年度目標：設置箇所数 1 箇所 会員数増加 

 

３ 放課後児童クラブの充実（児童施設課） 

小学校に在籍する児童について、保護者が仕事等により昼間家庭に居ない場合

に、授業終了後学校敷地内又は隣接地に設置した放課後児童クラブで預かり、適

切な遊びや生活指導を行なうことにより、児童の健全な育成を図るとともにその

保護者等を支援する事業です。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：設置箇所数 32 箇所 定員数 2,494 人 

平成 26 年度目標：設置箇所数 50 箇所 定員数 3,000 人 

 

４ ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業の推進（こども課） 

保護者の仕事や疾病、冠婚葬祭などにより一時的に児童の養育が困難となった

場合に、児童養護施設等で一定期間、養育・保護するショートステイ事業及び保

護者が仕事等で帰宅が恒常的に夜間になる場合、児童養護施設等で午後９時まで

預かり生活指導や夕食の提供を行うトワイライトステイ事業を推進することによ

り、児童の健全な育成を図り、その保護者等を支援します。 

≪目標値・方向性≫ 

・ショートステイ事業 

平成 20 年度実績：設置箇所数 1 箇所 24 人延べ 93 日利用 

平成 26 年度目標：設置箇所数 2 箇所 定員数 8 人 

・トワイライトステイ事業 

平成 20 年度実績：設置箇所数 1 箇所 0 人延べ 0 日利用 

平成 26 年度目標：設置箇所数 2 箇所 延べ利用者数 60 人 

 

５ 一時預かり事業の推進（こども課） 

保護者の働き方の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊急時

の保育を支援するため、保育所に入所していない児童を週 3 日以下、月 14 日以

内で専用の保育室で保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援す

ることを目的とする保育事業です。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：設置箇所数 11 箇所 延べ 2,518 人 

平成 26 年度目標：設置箇所数 15 園 定員数 50 人 
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第４章 個別事業の展開

基本方針８ 子育て期を迎えた親の育成支援～親育て～ 

 

（１） 子育て期を迎えた親の育成支援  
子育て期を迎えた親の教育力の向上を図るには、親となるための学習機会や

情報の提供とともに、相談体制を充実させるなど、地域や社会全体で支える環

境の整備が必要となっています。 

 

８-（１） 子育て期を迎えた親の育成支援 

番 号 事  業  名 担 当 課 

146 家庭教育の充実（再掲） 生涯学習課 

147 乳幼児の健康相談の充実（再掲） 健康づくり課 

148 母子訪問指導の充実（再掲） 健康づくり課 

149 家庭児童相談室の充実（再掲） こども課 

150 つどいの広場設置事業の推進（再掲） こども課 

151 食育の推進（再掲） 
健康教育課 

健康づくり課 

152 男女共同参画に対応した実践的な事業の推進（再掲） 生活そうだん課 

 
 

146 家庭教育の充実（生涯学習課） 

家庭教育学級を通じて、子どもの理解や親の役割、好ましい家庭環境のあり方

について学習する機会を一層充実します。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：家庭教育学級等の実施 

平成 26 年度目標：継続 

 

147 乳幼児の健康相談の充実（健康づくり課） 

日常の育児の心配事の相談や発育・発達を確認して育児に自信が持てるよう、

乳幼児相談、すくすく相談、発達相談、ことばの相談などの相談活動の他、各地

区担当保健師による家庭訪問、歯科衛生士による歯みがきひろば（相談）などの

充実を図ります。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：ことばの相談 92 人、歯みがきひろば 3,208 人、3 歳児虫

歯の保有率 31.2％ 

平成 26 年度目標：継続 
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148 母子訪問指導の充実（健康づくり課） 

日常の育児相談や母子の健康・発育を確認するため、保健師による乳児訪問を

充実し、安心して子育てができるよう努めます。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：妊婦 54 件、産婦 1,975 件、新生児 234 件、乳児 2,273

件、幼児 1,400 件、未熟児 34 件 

平成 26 年度目標：継続 

 

149 家庭児童相談室の充実（こども課） 

家庭における児童養育、福祉の向上を図るため、家庭児童福祉関係専門職員(家

庭相談員)による相談・指導を行います。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：相談件数 321 人 

平成 26 年度目標：継続 

 

150 つどいの広場設置事業の推進（こども課） 

主に未就園の乳幼児（0～3 歳）を持つ子育て中の親が気軽に集い、うちとけ

た雰囲気の中で語り合うことで、精神的な安心感をもたらし、子育てに関する問

題解決への糸口となる機会を提供する事業です。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：設置箇所数 1 箇所（九合行政センター・ポピンズ） 

平成 26 年度目標：継続 

 

151 食育の推進（健康教育課、健康づくり課） 

食を通じて、親子や家族、地域との関わりを深め、子どもの健やかな心と身体

の発達を促し、社会性を育みます。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：学校の栄養士による食の指導、地場産の野菜等の導入、市

民対象の食育事業（食育セミナー） 

         親子料理教室、給食の実施、栄養士の配置 

         母親のための食育教室、育ち盛りの食育教室を開催。市食

生活改善推進員協議会に親子食育教室等を委託。 

平成 26 年度目標：継続 
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第４章 個別事業の展開

152 男女共同参画に対応した実践的な事業の推進（生活そうだん課） 

男女が互いに協力して家庭を築き、子どもを生み育てることの意義を学習する

機会を一層充実します。 

≪目標値・方向性≫ 

平成 20 年度実績：セミナー・研修会を開催し啓発を行う。 

平成 26 年度目標：継続 
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第２節 太田市次世代育成支援行動計画一覧表 

 

基本方針１ 地域における子育ての支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の展開

1 病児・病後児保育事業の推進

2 ファミリー・サポート・センター事業の推進

3 放課後児童クラブの充実

4 ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業の推進

5 一時預かり事業の推進

6 特定保育事業の推進

7 預かり保育事業の推進

8 つどいの広場設置事業の推進

9 地域子育て支援センター事業の充実

10 幼稚園・保育園における子育て支援の充実

11 「放課後子ども教室」の充実

12 延長保育事業の推進

13 休日保育事業の推進

14 夜間保育事業の推進

個別具体事業

（1）地域における子育て支援サービスの充実

（2）保育サービスの充実
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

保育園等に通っている児童が、病気の回復期にあるため集団保育等が困難
である場合、病院の敷地内に設置された施設で一時的に保育することによ
り、保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的に行われている事業
です。

設置箇所数
1箇所

延べ利用者数67人

設置箇所数
1箇所

定員数4人
こども課

地域において、育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、
育児や介護について相互援助活動を行う会員組織です。

設置箇所数
1箇所

会員数1,204人

設置箇所数
1箇所

会員数増加
こども課

小学校に在籍する児童について、保護者が仕事等により昼間家庭に居ない
場合に、授業終了後学校敷地内又は隣接地に設置した放課後児童クラブで
預かり、適切な遊びや生活指導を行なうことにより、児童の健全な育成を図る
とともにその保護者等を支援する事業です。

設置箇所数
32箇所
定員数
2,494人

設置箇所数
50箇所
定員数
3,000人

児童施設課

保護者の仕事や疾病、冠婚葬祭などにより一時的に児童の養育が困難と
なった場合に、児童養護施設等で一定期間、養育・保護するショートステイ事
業及び保護者が仕事等で帰宅が恒常的に夜間になる場合、児童養護施設等
で午後９時まで預かり生活指導や夕食の提供を行うトワイライトステイ事業を
推進することにより、児童の健全な育成を図り、その保護者等を支援します。

・ショートステイ事業
設置箇所数　1箇所
24人 延べ93日利用
・トワイライトステイ事業
設置箇所数　1箇所
0人　延べ0日利用

・ショートステイ事業
設置箇所数　2箇所
定員数8人

・トワイライトステイ事業
設置箇所数　2箇所
延べ利用者数60人

こども課

保護者の働き方の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊
急時の保育を支援するため、保育所に入所していない児童を週3日以下、月
14日以内で専用の保育室で保育することにより、保護者の子育てと就労の両
立を支援することを目的とする保育事業です。

設置箇所数
11箇所

延べ2,518人

設置箇所数
15園

定員数50人
こども課

親の就労形態の多様化（パートの増大等）に伴う子どもの保育需要の変化に
対応するため、3歳未満児を対象に週に2，3日程度、または午前か午後のみ
必要に応じて柔軟に利用できる保育サービスです。

設置箇所数
0園

設置箇所数
2園

定員数10人
こども課

私立幼稚園の預かり保育の推進を図る。あわせて、参考資料の作成・配布を
行います。

私立幼稚園
ガイドマップに掲載

継続 こども課

主に未就園の乳幼児（0～3歳）を持つ子育て中の親が気軽に集い、うちとけ
た雰囲気の中で語り合うことで、精神的な安心感をもたらし、子育てに関する
問題解決への糸口となる機会を提供する事業です。

設置箇所数
1箇所

（九合行政センター・
ポピンズ）

継続 こども課

主に未就園の乳幼児を持つ子育て中の親子を対象に、子ども同士のふれあ
いや、遊び場を提供したり、子育てに関する心配事の相談等について直接あ
るいは専用電話で対応しているセンターです。

設置箇所数
13箇所

設置箇所数
17箇所

こども課

地域の実情に応じた幼稚園・保育園の子育て支援について総合的な活動等
を実践します。

実施施設数
62園

継続 こども課

放課後における子どもの安全・安心な居場所づくりなどを目的として、放課後
子ども教室を開設します。
小学校の余裕教室を利用して、長期休業中を除く平日授業日の放課後から
午後４時４５分まで、地域の人材から指導スタッフを募集し、各教室にコーディ
ネーター、活動支援員、学習支援員を配置し、様々な学習機会の充実、学習
習慣の確立、体験活動を通して「生きる力」を体得する機会を提供します。

－

国の施策である、放
課後こどもプランによ
り放課後児童クラブと
の調整を進める。

青少年課

保護者の勤務時間などにより、通常の保育では対応しきれない場合に、あら
かじめ延長保育利用児童として登録されている児童を、通常の保育時間であ
る１１時間を越えて保育し、児童の健全な育成を図るとともにその保護者等を
支援する事業です。

設置箇所数
34園

１日平均200人

設置箇所数
36園

定員数200人
こども課

日曜･祝日等の休日において、保護者の就労や、傷病及び冠婚葬祭等やむ
を得ない事由により、現在保育園に入園している児童を家庭で保育できない
場合に、保護者の子育てを支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを
目的に休日についても保育する事業です。

設置箇所数
2園

延べ621人

設置箇所数
5園

定員数8人
こども課

保護者の働き方の多様化に対応するため、夜間に未就学児童を保育し、児
童の健全な育成を図るとともにその保護者等を支援する事業です。

実施検討
設置箇所数
1箇所

定員数20人
こども課
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基本方針の展開

15 障がい児保育事業の推進

16 病児・病後児保育事業の推進

17 一時預かり事業の推進

18 低年齢児保育事業の推進

19 認可外保育施設への支援

20 保護者負担の軽減

21 子育てガイドブックの作成・配布

22 インターネット等による子育ての情報の提供

23 子育て支援のネットワークづくり

24 幼保一元化施設の整備促進

25 児童館の充実と整備推進

26
公民館、生涯学習センターを利用した児童ふれあい交流促進事業
の実施

27 青少年の体験活動を総合的に推進

28 学校・家庭・関係団体が連携した地域ぐるみのサポート体制の整備

29 開かれた学校づくり

30 幼稚園・保育園における子育て支援の充実

個別具体事業

（4）子どもの健全育成

（2）保育サービスの充実

（3）子育て支援のネットワークづくり
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

集団保育が可能な障がい児に対する保育を推進します。
設置箇所数
36園

延べ60人

設置箇所数
41園

こども課

保育園等に通っている児童が、病気の回復期にあるため集団保育等が困難
である場合、病院の敷地内に設置された施設で一時的に保育することによ
り、保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的に行われている事業
です。

設置箇所数
1箇所

延べ利用者数67人

設置箇所数
1箇所

定員数4人
こども課

保護者の働き方の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊
急時の保育を支援するため、保育所に入所していない児童を週3日以下、月
14日以内で専用の保育室で保育することにより、保護者の子育てと就労の両
立を支援することを目的とする保育事業です。

設置箇所数
11箇所

延べ2,518人

設置箇所数
15園

定員数50人
こども課

保育園における低年齢児(0歳～2歳)の受け入れ拡大を図ります。
設置箇所数
41園

定員数2,059人

設置箇所数
41園

定員数3,548人
こども課

一定の要件を満たす施設に対し、新たに補助金を交付することにより、保護
者負担の軽減並びに保育環境の改善を図り、併せて運営負担の軽減を図り
ます。

5園 継続 こども課

子育てに要する経済的負担の見直しを図ります。 実施中 継続 こども課

各種の子育て支援サービス等が利用者に十分周知されるよう、子育て支援
マップや子育てガイドブックを作成します。

実施中 継続 こども課

子育てに関する様々な情報を利用者の立場に立ち「受け取りやすく」「利用し
やすい」形で提供していくように努めます。このため従来の紙面媒体だけでな
く、インターネット等を活用した情報の集約と迅速な提供が出来るよう、情報
提供体制の整備に努めていきます。（ホームページの充実）

実施中 継続 こども課

地域における子育て支援サービス等のネットワークの形成を促進します。 実施中 継続 こども課

幼稚園と保育園、双方の機能を有することにより、総合的な子育て支援を実
践していきます。

認定こども園
4園

認定こども園
10園

こども課

児童の健全育成の拠点として、地域の特性に応じた活動や、中高校生の居
場所として児童館を整備します。

箇所数13箇所
延べ利用者数
268,269人

箇所数
15箇所　延べ利用者
数296,000人

児童施設課

児童館、公民館、生涯学習センター等の公的施設を活用し、児童が赤ちゃん
と出会いふれあう場等をつくります。

小学校からふれあい
体験等依頼があった
場合は実施

継続 学校指導課

青少年の社会性を育むため、教育委員会、学校等が連携・協力して、青少年
の体験活動を総合的に推進します。

青少年交流事業
158名

中学生ボランティア
体験活動事業
136名

継続 青少年課

教員や適応指導教室指導員の研修、家庭への訪問指導など不登校対策に
関する中核的機関を充実し、学校、家庭、関係機関が連携して地域ぐるみで
サポートシステムを整備します。

教育研究所指導法講
座への参加
体験活動の実施
学校と適応指導教
室、家庭の連携　等

継続 学校指導課

幼稚園・保育園・学校と地域社会の連携の強化に努め、特殊の技能を持った
地域の人材の登用等学びの充実に努めて行きます。また、学校の地域開放
を進め、国の「地域子ども教室」推進事業などへの取組を検討していきます。

実施中 継続 学校指導課

地域の実情に応じた幼稚園・保育園の子育て支援について総合的な活動等
を実践します。

実施施設数
62園

継続 こども課
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基本方針の展開

（4）子どもの健全育成 31 主任児童委員・児童委員活動の推進

32 放課後児童クラブの充実

33 「放課後子ども教室」の充実

34 子どもの権利条約の普及・啓発

35 「太田市人権教育・啓発に関する基本計画」

36 子ども手当

37 第３子以降子育て支援事業

個別具体事業

（5）その他
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

主任児童委員・児童委員による子どもや家庭に対する援助活動の推進を図り
ます。「子育てサロン」の実施。

12地区
108回

継続
社会支援課

社会福祉協議会

小学校に在籍する児童について、保護者が仕事等により昼間家庭に居ない
場合に、授業終了後学校敷地内又は隣接地に設置した放課後児童クラブで
預かり、適切な遊びや生活指導を行なうことにより、児童の健全な育成を図る
とともにその保護者等を支援する事業です。

設置箇所数
32箇所
定員数
2,494人

設置箇所数
50箇所
定員数
3,000人

児童施設課

放課後における子どもの安全・安心な居場所づくりなどを目的として、放課後
子ども教室を開設します。
小学校の余裕教室を利用して、長期休業中を除く平日授業日の放課後から
午後４時４５分まで、地域の人材から指導スタッフを募集し、各教室にコーディ
ネーター、活動支援員、学習支援員を配置し、様々な学習機会の充実、学習
習慣の確立、体験活動を通して「生きる力」を体得する機会を提供します。

－

国の施策である、放
課後こどもプランによ
り放課後児童クラブと
の調整を進める。

青少年課

国が批准した「子どもの権利条約」の理念の具現化や子どもの権利を尊重し
ていくために、「子どもの権利条約」の趣旨・内容について、あらゆる機会をと
らえて広く市民に広報・啓発し、子どもたちが夢を持って育つことのできる社会
的な機運づくりに努めます。

人権問題の一課題と
しての取組み

継続 生活そうだん課

計画に基づき、人権問題に関した課題の解決やあらゆる場での人権教育・啓
発の推進に努め、施策を積極的に推進します。

－ 継続 生活そうだん課

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するため、国の制度に基づ
き、子ども手当などを支給します。

児童手当支給延べ児
童数290,883人

子ども手当支給延べ
児童数約380,000人

こども課

少子化対策の一環として、子育て家庭の経済的負担を軽減させるため、第３
子以降の子どもに対して支援を行うものです。平成20年度から以下のとおり
実施しています。
①出産祝金の支給、②保育園・幼稚園保育料免除

助成件数3,541件
助成人数2,714人

助成事業の見直し こども課



 

‐94‐ 

基本方針２ 母親と乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の展開

38 妊娠早期届出の推進

39 母子健康手帳の交付

40 妊産婦の健康診査の促進

41 妊産婦の健康相談の充実

42 乳幼児の健康相談の充実

43 乳幼児の健康診査の促進

44 母子訪問指導の充実

45 母乳相談

46 妊娠中のセミナー

47 発達相談

48 すくすく親子教室

49 予防接種の推進

個別具体事業

（1）子どもや母親の健康の確保
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

広報などを利用し、保健センターを窓口として早期妊娠届出を呼びかけてい
きます。

22週以降の届け出
47人

22週以降の届出をな
くす

健康づくり課

保健センターにおいて母子健康手帳の交付を行い、交付時に合わせて相談
も行います。

2,300人交付 継続 健康づくり課

妊産婦の疾病や異常の早期発見や予防のため、妊婦健康診査の充実を図り
ます。

第1回2,736人
第2回1,933人
第3回2,174人
第4回2,455人
第5回2,111人

第6回～14回108人

継続 健康づくり課

妊娠中の不安の軽減や妊娠中毒症等の疾病予防を図るとともに、妊産婦の
保健指導・歯科指導が行えるよう妊産婦相談窓口の充実を図ります。

346日
2,131人

継続 健康づくり課

日常の育児の心配事の相談や発育・発達を確認して育児に自信が持てるよ
う、乳幼児相談、すくすく親子教室、発達相談、ことばの相談などの相談活動
の他、各区地区担当保健師による家庭訪問、歯科衛生士による歯みがきひ
ろば（相談）などの充実を図ります。

ことばの相談 92人
歯みがきひろば
3,208人

3歳児虫歯の保有率
31.2％

3歳児虫歯の保有率
30％以下

健康づくり課

乳幼児の健全な発育・発達と疾病や異常の早期発見、早期治療のため、各
種健康診査や保健指導の内容についての充実や子育て支援に努めます。
又、未受診者に対しては月齢・年齢に合わせて訪問等、個別の方法により支
援していきます。

4か月2,191人
10か月2,050人
1歳6か月2,062人
3歳2,000人

各健診受診率
95％以上

健康づくり課

日常の育児相談や母子の健康・発育を確認するため、保健師による乳児訪
問を充実し、安心して子育てができるよう努めます。

妊婦  54件
産婦　1,975件
新生児 234件
乳児　2,273件
幼児　1,400件
未熟児 34件

出生児（4か月未満）
の家庭訪問100％

健康づくり課

母乳栄養で育児が安心して出来るよう望んでいる産婦へ、具体的な助産師に
よる助言指導を行います。

実施
251人

継続 健康づくり課

妊娠・出産に対する意識の啓発、健康な子どもを生み育てるための知識の普
及、父親の育児参加等を図ります。

マタニティセミナー460人
赤ちゃんセミナー85人
食のセミナー186人
歯科セミナー97人

継続 健康づくり課

健診の後、身体や発達上の問題などについて小児科医師による相談を行
い、親子をフォローします。

実施
25人

継続 健康づくり課

発達や育児不安を持つ親子を対象に、遊びを通して発達を促す具体的な方
法を指導します。

実施
155人

内容充実 健康づくり課

乳幼児を感染症から守るため、三種混合、ポリオ、麻疹、風疹、BCGなど各種
予防接種を奨励し、感染による発症及びまん延の予防と子どもの健康増進に
努めます。

三種混合9,012人
MR　7,290人（1期～4期）
麻しん　69人（1期～4期）
風しん　12人（1期～4期）
ポリオ　4,573人
BCG　2,155人

日本脳炎　385人（1期、2
期）

ニ混　1,445人（2期）

継続（麻しん接種率
95％以上）

健康づくり課
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基本方針の展開

（2）食育の推進

50 食育の推進

51 性や性感染症に関する知識の普及

52 10代の飲酒・喫煙等の防止徹底

53 薬物乱用防止教育の推進

54 いじめ等の問題に関するカウンセリングの推進

55 思春期相談の充実

（3）思春期保健対策の充実

56 心の教育の推進

57 小児の救急医療体制の促進

58 医療助成制度の充実

（5）不妊に対する支援

59 不妊治療の促進

（3）思春期保健対策の充実

個別具体事業

（4）小児医療の充実
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

食を通じて、親子や家族、地域との関わりを深め、子どもの健やかな心と身体
の発達を促し、社会性を育みます。

学校の栄養士による
食の指導、地場産の
野菜等の導入、市民
対象の食育事業（食
育セミナー）

親子料理教室、給食
の実施、栄養士の配

置
母親のための食育教
室、育ち盛りの食育
教室を開催。市食生
活改善推進員協議会
に親子食育教室等を

委託。

継続
健康教育課
健康づくり課

学校・家庭・地域の連携による性や性感染症に関する教育を推進します。

児童・生徒への保健
学習を中心に実施。
保護者・市民に対して
エイズキルト展を開催
し、啓発活動を実施。
市立商業高校におけ
る保健講話の実施。

継続
健康教育課
市立商業高校

保健体育や特別活動をはじめ学校教育全体を通じて、飲酒・喫煙防止に関す
る教材の配布、指導を通して、10代の飲酒・喫煙等の防止を徹底します。

保健体育及び全教育
活動。市立商業高校
における保健講話の

実施。

継続
健康教育課
市立商業高校

薬物乱用防止教室や教育教材の配布を充実させます。
薬物乱用防止教室の
実施及び啓発。資料

の配布。
継続

健康教育課
市立商業高校

いじめられている児童・生徒及びその保護者に対し、カウンセリングを行いま
す。

教育相談初級講座、
悩みごと相談員研修

会
継続 学校指導課

精神的発達及び性的発達の面で特に重要な思春期の子どもやその親を対象
に、健康的で豊かな人間性と社会性を持った性意識・性行動を身につけられ
るよう、電話等による相談員制度の充実に努めます。

教育研究所での電話
相談適応指導教室で
の電話相談

継続 学校指導課

学校に行きたくとも行けない不登校の子どもに対し、個別指導、集団への適
応などを教育的に援助・指導し、望ましい人間関係や社会性を培い主体的に
行動できるよう、教育相談や心理的な方法による指導の場としての適応指導
教室の充実を図ります。不登校の子どもを持つ親に対するケアについても検
討します。

不登校体験活動 継続 学校指導課

小児の救急医療需要の多様化に対応するため、医師会との連携のもとで、夜
間急病の小児救急医療体制の充実を促進します。

病院群輪番制病院及
びH18.4.1より太田市
平日夜間急病診療所
開設。H20.4.1より土
曜日も開設

継続 健康づくり課

子どもの健康と福祉の増進が図られるよう、県費補助を受けて実施している
乳幼児医療費、ひとり親家庭等医療費、重度障害者医療費助成制度につい
て、制度の普及・啓発に努めるとともに、制度の充実を検討します。

実施中 継続 医療年金課

不妊治療を希望しているにもかかわらず、経済的負担感を感じている夫婦に
対し、費用を一部助成することにより治療を受けやすくするとともに、不妊の
悩みに対する支援の一助とし、少子化対策の推進を図ります。

平成20年度より特定
不妊治療の助成を開
始。申請112件。
特定外不妊治療　申

請150件

継続 健康づくり課
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基本方針３ 子どもの心身の健やかな成長に向けた教育環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の展開

60 男女共同参画に対応した実践的な事業の推進

61 児童の赤ちゃんとの出会い・ふれあい交流事業の推進

62 育児体験学習の推進

63 教職員定数改善計画の実施

64 道徳教育の推進と教員の指導力の確保

65 小・中学校に「悩みごと相談員」の配置

66 学校・家庭・関係団体が連携した地域ぐるみのサポート体制の整備

67 文化活動や芸術鑑賞の機会の充実

68 健康教育の推進

69 「防犯教室」の開催

70 学校選択制の検討

71 学校施設の整備

72 幼児教育についての情報提供の促進

73 幼稚園・保育園と小学校の連携強化

（1）次代につなぐ健やかな心の育成

個別具体事業

（2）子どもの生きる力の育成に向けた学校等の教育環境の整備
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

男女が互いに協力して家庭を築き、子どもを生み育てることの意義を学習す
る機会を一層充実します。

セミナー・研修会を開
催し啓発を行う。

継続 生活そうだん課

児童が赤ちゃんと出会い、ふれあい、交流するよう努めます。
助産師出前
講座実施

継続 学校指導課

小・中・高校生を対象に育児の体験を行います。
助産師出前
講座実施

継続 学校指導課

教科等に応じ、少人数指導や習熟度別指導を行うなど、きめ細かな指導を行
う学校を支援します。

TT指導
少人数指導
習熟度指導

継続 学校指導課

「心のノート」や「心のせんせい」を活用し、道徳教育の推進、教員の指導力の
向上に努めます。

学校訪問指導
実施

継続 学校指導課

生徒たちが悩み、不安等を気軽に話せ、ストレスを和らげることができるよう、
「悩みごと相談員」を配置します。

悩みごと相談員
43名

継続 学校指導課

教員や適応指導教室指導員の研修、家庭への訪問指導など不登校対策に
関する中核的機関を充実し、学校、家庭、関係機関が連携して地域ぐるみで
サポートシステムを整備します。

県適応指導教室連絡
協議会の研修

他県の適応指導教室
の視察

教育研究所の指導法
講座

継続 学校指導課

子どもたちが本物の文化芸術に触れ、創造活動に参加することにより、感受
性豊かな人間としての育成を図ります。

中学校移動音楽教室
の実施。小学校ふれ
あい音楽鑑賞会の実

施。

継続
学校指導課
生涯学習課

心とからだの健やかな発達を促すため、食育の普及・啓発を推進する人材を
育成します。

ヘルスメイト（食生活
改善推進員）養成講

座の実施
継続 健康づくり課

防犯や救急処置等の訓練などを実施し、学校安全の充実に努めます。
避難訓練や緊急時訓

練等を実施
継続 健康教育課

通学区域の弾力的運用について、市教育委員会が中心となり検討します。 調整区域の改正 継続 学校指導課

学校施設の耐震化・老朽化対策を中心に、教育環境の整備を推進します。
世良田小学校校舎耐
震補強工事

継続 施設管理課

幼児の成長の様子や大人たちの関わり方、幼稚園の果たす役割などについ
て理解を深めるため、各種パンフレット等にて実施していきます。

実施中 継続 こども課

子どもが幼稚園・保育園から小学校へ円滑に移行できるよう、幼稚園・保育
園と小学校との連携を図る体制の充実を強化します。

幼稚園21園
保育園41園
小（養護）学校
27校にて実施

継続
学校指導課
こども課
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基本方針の展開

74 家庭教育の充実

75 自然体験活動の取組推進

76 農業農村体験学習の推進

77 「こどもエコクラブ」事業の推進

78 「学校ＩＳＯ」事業(環境）の推進

79 太田こども環境ＩＳＯ事業の推進

80
書店、コンビニエンスストアなどにおける未成年者に対する有害雑
誌・図書等の販売抑制

81 出会い系サイト等による犯罪被害防止対策の促進

（3）家庭や地域の教育力の向上

（3）家庭や地域の教育力の向上

個別具体事業

（4）子どもを取り巻く有害環境対策の推進
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

家庭教育学級を通じて、子どもの理解や親の役割、好ましい家庭環境のあり
方について学習する機会を一層充実します。

家庭教育学級等の実
施

継続 生涯学習課

学校内外における自然環境での体験活動の取り組みを推進します。
尾瀬学校等体験活動

の推進
継続 学校指導課

子どもたちが農業・農村に親しみを感じる機会を充実し、食の大切さを学びま
す。

認定農業者の協力を
得た農業体験活動の

実施
継続 学校指導課

子どもたちが地域の中で自主的に環境活動や学習を行う「こどもエコクラブ」
を推進します。

5団体663名 継続 環境政策課

公立小・中学校において、ＩＳＯ１４００１(環境)取得の推進を行います。 ISO取得学校44校 継続 学校指導課

幼稚園・保育園において、太田市独自の環境プログラムを構築し、環境教育
の推進をします。

55園の実施 62園の実施 こども課

メディア上の性・暴力等の有害情報について、関係機関・団体、PTA、ボラン
ティア等の地域住民と協力し、自主規制を働きかけていきます。

青少年を取りまく社会
環境実態調査（H20～）
青少年育成社会環境モ

ニター37名

青少年育成社会環境
モニター37名による青
少年を取りまく社会環
境実態調査継続

青少年課

被害防止教室や教育関係者、プロバイダ等を交えたシンポジウムの開催、
リーフレットの配布等、児童の犯罪防止のための広報啓発活動を推進しま
す。

携帯電話所持にかか
わる教育長アピール
の発行等、携帯電話
の所持に一石を投じ
る。青少推研修会参
加者数129名（3回）

青少推推進委員
研修参加者数
200名

学校指導課
青少年課
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基本方針４ 子育てを支援する生活環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の展開

82 優良な公営住宅の供給拡大

83 新築市営住宅におけるシックハウス対策の推進

84 歩道の新設促進

85 「ゆうゆう歩道整備マニュアル」に即した歩道の整備促進

86 「あんしん歩行エリア」、「事故危険箇所」の整備推進

87 ユニバーサルデザインによる都市公園等の整備促進

88 建築物・構造物のバリアフリー化

89 「赤ちゃんの駅」の設置促進

90 防犯灯の整備

91 子どもに配慮した防災対策の推進

（4）安全・安心まちづくりの推進等

個別具体事業

（1）良質な住宅と良好な居住環境の確保

（2）安全な道路交通環境の整備

（3）安心して外出できる環境の整備
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

子育てを担う若い世代を中心に、広くゆとりのある住宅を確保することができ
るよう、良質なファミリー向け公営住宅を供給します。

26戸管理開始 74戸管理開始 住宅課

シックハウス対策や室内空気中の化学物質濃度の測定調査等を行います。 9棟調査済み 5棟調査実施 住宅課

歩道の設置されていない道路において歩道の新設を促進します。
602.0m
4箇所/年

継続 道路建設課

歩道の整備にあたっては、原則としてマニュアルに準拠した構造を適用する
こととします。

860.8m
3箇所/年

継続 道路建設課

県公安委員会と道路管理者が連携して、生活道路での通過車両の進入や速
度の抑制等、集中的な死傷事故抑止対策を講じます。

「あんしん歩行エリア」
の選定により、太田市
西本町、本町、八幡
町地区が新たに指定
となった。

「あんしん歩行エリア」
区域における交通事
故10％の抑止

交通政策課

高齢者・障がい者を問わず、すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動が
行えるよう都市公園等を整備します。

一部実施 継　続
花と緑の推進課
こども課

誰もが利用しやすい生活関連施設（医療施設、福祉施設、教育・文化施設、
店舗、道路、公園）特定生活関連施設のバリアフリー化を促進します。

実施中 継続 障がい福祉課

乳幼児連れの親子が外出時に授乳やおむつ替えなどで立ち寄れる場の提供
を行い、子育て支援の充実を図ります。

－ 設置促進 児童施設課

通学路を中心に防犯灯（LED）を設置します。 設置562灯、寄付66灯 300灯 危機管理室

公共施設のスイッチや窓の高さなど、子どもの身体的特性に配慮した防災対
策を促進します。

実施中 継続 こども課
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基本方針５ 仕事と家庭生活の両立の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の展開

92 ファミリー・サポート・センター事業の推進

93 子育て期の親の就労支援

94 事業所等の子育て支援策の顕彰

95 保育所児童受入体制の充実

96 育児休業の取得促進

97 放課後児童クラブの充実

98 延長保育事業の推進

99 休日保育事業の推進

100 一時預かり事業の推進

（1）多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し等

個別具体事業
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

地域において、育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、
育児や介護について相互援助活動を行う会員組織です。

設置箇所数
1箇所

会員数1,204人

設置箇所数
1箇所

会員数増加
こども課

ヤングアタックおおた・マザーズ事業」による就労機会の提供や育児休業制
度の取得促進を図ります。

実施中 継続 工業政策課

事業所が実施している次世代育成支援行動計画や団体等が推進している子
育て支援策について顕彰し、当市全体への広がりを醸成する。

－ 継続 子育て支援室

保育所入所待機児童が生じないよう、需要に応じて適宜定員数の増加等を
図るとともに、保護者の働き方の多様化による様々な保育需要に柔軟に対応
できるよう保育所児童の受入体制の充実を図ります。

実施中 継続 こども課

育児休業制度に関する制度の周知を図り、取得促進に向けて、事業主等に
対して意識の啓発を実施します。

実施中 継続 工業政策課

小学校に在籍する児童について、保護者が仕事等により昼間家庭に居ない
場合に、授業終了後学校敷地内又は隣接地に設置した放課後児童クラブで
預かり、適切な遊びや生活指導を行なうことにより、児童の健全な育成を図る
とともにその保護者等を支援する事業です。

設置箇所数
32箇所
定員数
2,494人

設置箇所数
50箇所
定員数
3,000人

児童施設課

保護者の勤務時間などにより、通常の保育では対応しきれない場合に、あら
かじめ延長保育利用児童として登録されている児童を、通常の保育時間であ
る１１時間を越えて保育し、児童の健全な育成を図るとともにその保護者等を
支援する事業です。

設置箇所数
34園

１日平均200人

設置箇所数
36園

定員数200人
こども課

日曜･祝日等の休日において、保護者の就労や、傷病及び冠婚葬祭等やむ
を得ない事由により、現在保育園に入園している児童を家庭で保育できない
場合に、保護者の子育てを支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを
目的に休日についても保育する事業です。

設置箇所数
2園

延べ621人

設置箇所数
5園

定員数8人
こども課

保護者の働き方の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊
急時の保育を支援するため、保育所に入所していない児童を週3日以下、月
14日以内で専用の保育室で保育することにより、保護者の子育てと就労の両
立を支援することを目的とする保育事業です。

設置箇所数
11箇所

延べ2,518人

設置箇所数
15園

定員数50人
こども課
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基本方針６ 子どもの安全の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の展開

101 交通安全教室の開催

102 交通安全活動

103 犯罪等に関する情報の提供を推進

104 子ども被害者情報の提供を推進

105 毎月16日防犯パトロールの実施

106 パトロール活動の推進

107 青色回転灯防犯パトロール車の運行

108 太田市防犯情報サービスのメール配信

109 参加・体験・実践型の防犯学習の推進

110 子ども防犯ブザーの配布

111 子ども防犯テキストの配布

112 「子ども安全協力の家」の普及・促進

（3）被害に遭った子どもの保護の推進
113 「被害少年カウンセラー」の充実

（1）子どもの交通安全を確保するための活動の推進

個別具体事業

（2）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

親子を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を実施します。また、地
域の実情に即した交通安全教育を行うため、職員の指導力向上や民間の指
導者の育成に努めます。

「交通安全モデル地
区」を指定し、高齢者
を対象に安全教室を
実施

安全教室開催回数
15％増

交通政策課

小中学校等の周辺通学路の安全点検を実施するとともに、ＰＴＡ等の街頭指
導、警察署による指導活動など、地域と行政がともに交通安全活動に取り組
んでいきます。

太田市交通指導員に
よる危険箇所調査を
はじめ、毎週月曜日
及び交通安全運動期
間中の、学童安全通
学誘導を継続実施。

継続 交通政策課

交番・駐在所広報誌や警察本部ホームページ等によって、子どもが被害者と
なる事案の発生場所、時間帯、犯罪手口等の情報を提供します。

警視庁ホームページ
にリンク

継続 危機管理室

子どもが被害者となる事案の発生場所、時間帯、犯罪手口等の情報につい
て、関係機関・団体との情報交換を推進します。

実施中 継続 こども課

毎月16日に太田市防犯協会委員による防犯パトロールを実施します。 実施中 継続 危機管理室

防犯ボランティア活動に対して、地域安全情報の提供を含め、適切な指導助
言を行うとともに、警察官に同行しての合同パトロールを実施します。
青色回転灯を設置した防犯パトロール車で市内のパトロールを実施します。

青少年センター補導
員補導活動120名（延

べ1,130名）
青少推グッドネイバー
作戦2回　108名
青色回転灯防犯パト
ロール車でのパトロー

ル実施

継続
パトロールの実施

学校指導課
青少年課

青色回転灯を設置した白黒の防犯パトロール車で市内のパトロールを実施し
ます。

実施中 継続 危機管理室

「太田安全・安心メール」に利用者登録している市民に、防犯情報等のメール
配信を行います。

実施中 継続 危機管理室

防犯設備士等の専門家の参加を得て、犯罪類型、対象者に応じた防犯学習
を推進します。

実施中 継続 危機管理室

子ども自らが防犯上の対策を身につけるよう、防犯指導を実施するとともに、
防犯ブザーを配布します。

防犯ブザーの貸与 継続 健康教育課

子ども自らが防犯上の対策を身につけるよう、防犯指導を実施するための教
本を配布します。

実施検討 継続 学校指導課

「子ども安全協力の家」の普及を促進し、子どもが気軽に立ち寄れるよう協力
を進めます。

全小学校区に
3,450箇所

継続 健康教育課

電話相談員等のカウンセリングなどの継続的支援活動を効果的に推進する
ため、「被害少年カウンセリングアドバイザー」として臨床心理士等の専門家
の委嘱を促進します。

電話、対面相談実施 継続 青少年課
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基本方針７ 要保護児童への対応などきめ細かな取組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の展開

114 つどいの広場設置事業の促進

115 子育て支援総合コーディネーターの配置

116 太田市要保護児童対策地域協議会の推進

117 育児相談の実施

118 育児等健康支援事業の推進

119 児童家庭支援センターの拡充

120 家庭児童相談室の充実

121 ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業の推進

122 ひとり親家庭生活支援事業の実施

123 母子家庭自立支援給付金事業の推進

124 母子生活支援施設事業の推進

125 ひとり親家庭等在宅就業支援事業の推進

126 母子家庭等自立支援推進事業の実施

127 母子寡婦福祉資金の貸付

128 児童扶養手当の支給

129 母子家庭等児童中学校卒業祝金の充実

（2）母子家庭等の自立支援の推進

個別具体事業

（1）児童虐待防止対策の充実
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

主に未就園の乳幼児（0～3歳）を持つ子育て中の親が気軽に集い、うちとけ
た雰囲気の中で語り合うことで、精神的な安心感をもたらし、子育てに関する
問題解決への糸口となる機会を提供する事業です。

設置箇所数
1箇所

（九合行政センター・
ポピンズ）

継続 こども課

多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握する「子育て支援総合コー
ディネーター」を配置します。

実施中 継続 こども課

児童虐待について、迅速な対応が可能となるよう太田市要保護児童対策地
域協議会の充実を図り、被虐待児童の早期発見とサポートシステムを推進し
ます。

太田市要保護児童対
策地域協議会の実務
担当者会議に出席

（年1回）

太田市要保護児童対
策地域協議会の実務
担当者会議に出席

（年4回）

こども課

子育て中の保護者が安心して子育てできる環境づくり等、児童虐待予防に努
めるとともに、乳幼児健康診査時等の場を活用し虐待防止に向けた相談の実
施に努めます。

乳幼児訪問、4か月・1
歳6か月・3歳児健診
時に保健師の相談を

実施

継続 健康づくり課

不安を抱える妊産婦、子どもの成長に不安を抱える保護者等を支援していき
ます。

産後ケア　　  　　0人
ことばの相談　　92人
妊娠中のセミナー828人

継続 健康づくり課

虐待や非行等の問題に対して地域に密着した相談・支援体制を強化します。
児童養護施設東光虹の家に併設の「こども家庭相談室」で実施

実施中 継続 こども課

家庭における児童養育、福祉の向上を図るため、家庭児童福祉関係専門職
員(家庭相談員)による相談・指導を行います。

相談件数
321件

継続 こども課

保護者の仕事や疾病、冠婚葬祭などにより一時的に児童の養育が困難と
なった場合に、児童養護施設等で一定期間、養育・保護するショートステイ事
業及び保護者が仕事等で帰宅が恒常的に夜間になる場合、児童養護施設等
で午後９時まで預かり生活指導や夕食の提供を行うトワイライトステイ事業を
推進することにより、児童の健全な育成を図り、その保護者等を支援します。

・ショートステイ事業
設置箇所数　1箇所
24人 延べ93日利用
・トワイライトステイ事業
設置箇所数　1箇所
0人　延べ0日利用

・ショートステイ事業
設置箇所数　2箇所
定員数8人

・トワイライトステイ事業
設置箇所数　2箇所
延べ利用者数60人

こども課

各種催しものなどを通じて、ひとり親の情報交換の場の提供等を行います。
太田市母子会に補助金を交付し、母子会で事業実施。

母子福祉事業　7回
参加人数　287人

継続 こども課

自立支援教育訓練給付、高等技能訓練促進費の援助を実施します。
教育訓練給付　1件
高等技能訓練　4件

継続 こども課

18歳未満の児童を養育している母子家庭で、住宅や生活、児童の育成環境
等に支援を必要とする場合に、母子生活支援施設で保護し自立のための支
援を行います。

実施施設数　1箇所
入所世帯数　8世帯
入所人数　　　 23人

継続 こども課

ひとり親等の在宅就業について、業務の開拓、仕事の品質管理、従事者の能
力開発、相談支援等の一体的取組を実践し、家庭と仕事の両立を図りやす
い環境整備を図ります。

－ 継続 こども課

母子家庭等に対する施策を効果的・効率的に実施するための課題や方策の
検討について、地域の実情に応じて支援する体制を整備します。

母子自立支援員
1名

母子自立支援員
2名

こども課

経済的自立を援助するために、技能習得や子どもの修学又は入学準備のと
きなどのような資金の貸付の情報提供を行います。

群馬県事業として実
施

継続 こども課

児童扶養手当を支給します。
支給人数
1,593人

継続 こども課

中学校卒業時２，０００円の支給を行います。
支給人数
295人

継続 こども課
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基本方針の展開

130 児童福祉手当（交通遺児・労働災害遺児含）の充実

131 交通遺児及び労働災害遺児援助事業の充実

132 障がい児教育の充実

133 障がい児ホームヘルプ事業の充実

134 障がい児デイサービス事業の充実

135 障がいのある児童生徒の地域活動支援

136 障がい児の支援ネットワーク

137 身体障がい者更正援護施設等に保護する事業の実施

138 障がい児短期入所事業の充実

139 心身障がい児早期療育指導委員会事業の充実

140
すべての人にやさしい「ユニバーサルデザイン」に向けたまちづくり
事業の推進

141 生活支援の充実

142 特別児童扶養手当の支給

143
LD（学習障がい）、ADHD（注意欠陥/多動性障がい）、高機能自閉症
等のある子どもに対する総合的な教育支援体制の整備推進

144 就学援助の充実

145 奨学金制度の充実

（4）就学困難児のための施策

（3）障がい児施策の充実

個別具体事業

（2）母子家庭等の自立支援の推進
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

交通遺児・労働災害児がいる家庭に児童福祉手当てを支給します。
対象児童人数
障がい児217人
交通・労災遺児8人

継続 こども課

交通遺児・労働災害児がいる家庭で児童が義務教育終了前までの間、養育
者に援助金を支給します。

支給人数12人 継続 こども課

障がいのある子どもが充実した学校生活を送ることができるように、一人ひと
りの障がいの状態や程度、通学状況に応じた施設・設備の充実や人材の確
保に努めます。

特別支援学校と特別
支援学級、通学指導
教室の充実

継続 学校指導課

障がい者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、入浴等の介護、家事等を
支援し、障がい者の自立と社会参加を促進します。

利用者（月平均）8人
利用時間851時間/年

継続 障がい福祉課

障がい児に対し、通園の方法により日常生活における基本動作の指導、集
団生活への適応訓練を行います。

利用者1人
利用日数　5日/年

継続 障がい福祉課

障がいのある子どもが地域で安心してともに生活できるよう、在宅福祉サービ
スを充実させるとともに、地域において、一人ひとりが地域活動を支えていく
よう意識の啓発に努めます。

日中一時支援事業と
して実施

継続 障がい福祉課

手をつなぐ親の会補助事業・身体障がい者団体補助事業を実施します。 実施中 継続 障がい福祉課

介護者が疾病等を理由に一時的に介護ができなくなった場合に、身体障害者
更正援護施設等に保護します。

実施中 継続 障がい福祉課

介護者が疾病等を理由に一時的に介護ができなくなった場合に、一時的に入
所します。

利用者（月平均）18人
利用時間225日/月

（平均）
継続 障がい福祉課

市内の保健・医療・保育・教育・関係団体等の関係者を対象とした情報交換
や研修会を行うことにより、障がい・療育に関する理解と知識の向上、情報交
換会を行います。

講演会の実施
研修会の実施

継続 障がい福祉課

群馬県「人にやさしい福祉のまちづくり」条例に基づき年齢や障がいの有無に
関わらずさまざまな活動ができる「人にやさしいまちづくり」を関係各課と連携
し、推進します。

実施中 継続
建築指導課
障がい福祉課

居宅生活支援費制度を利用しやすいよう、情報の提供や利用の調整等、相
談支援体制の充実に努めます。

実施中 継続 障がい福祉課

一定の障害に該当する20歳未満の児童を養育していて、所得が限度額未満
の親に対する支援を行います。

受給資格者人数256
人

継続 障がい福祉課

通常の学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等のある児童生徒に対し
て総合的な教育支援体制を整備します。

特別支援教育研究会
の実施

継続 学校指導課

家庭の経済的な理由によって就学が困難な子どもに対して総合的な教育支
援体制を整備します。

要保護準要保護世帯
への就学奨励

継続 学校指導課

学力優秀な生徒で進学の意欲と能力がありながら、家庭の経済的な理由に
よって進学が困難な者に対する奨学金制度の充実に努めます。

太田市奨学資金貸与
者数　継続81名　新

規37名
笹川奨学資金給付者
数　継続2名

継続 教育総務課
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基本方針８ 子育て期を迎えた親の育成支援～親育て～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の展開

146 家庭教育の充実

147 乳幼児の健康相談の充実

148 母子訪問指導の充実

149 家庭児童相談室の充実

150 つどいの広場設置事業の推進

151 食育の推進

152 男女共同参画に対応した実践的な事業の推進

（1）子育て期を迎えた親の育成支援

個別具体事業
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第４章 個別事業の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　　業　　概　　要 平成20年度実績
目　標(後期）
(平成26年度)

所管課

家庭教育学級を通じて、子どもの理解や親の役割、好ましい家庭環境のあり
方について学習する機会を一層充実します。

家庭教育学級等の実
施

継続 生涯学習課

日常の育児の心配事の相談や発育・発達を確認して育児に自信が持てるよ
う、乳幼児相談、すくすく相談、発達相談、ことばの相談などの相談活動の
他、各区地区担当保健師による家庭訪問、歯科衛生士による歯みがきひろ
ば（相談）などの充実を図ります。

ことばの相談 92人
歯みがきひろば
3,208人

3歳児虫歯の保有率
31.2％

継続 健康づくり課

日常の育児相談や母子の健康・発育を確認するため、保健師による乳児訪
問を充実し、安心して子育てができるよう努めます。

妊婦  54件
産婦　1,975件
新生児 234件
乳児　2,273件
幼児　1,400件
未熟児 34件

継続 健康づくり課

家庭における児童養育、福祉の向上を図るため、家庭児童福祉関係専門職
員(家庭相談員)による相談・指導を行います。

相談件数
321件

継続 こども課

主に未就園の乳幼児（0～3歳）を持つ子育て中の親が気軽に集い、うちとけ
た雰囲気の中で語り合うことで、精神的な安心感をもたらし、子育てに関する
問題解決への糸口となる機会を提供する事業です。

設置箇所数
1箇所

（九合行政センター・
ポピンズ）

継続 こども課

食を通じて、親子や家族、地域との関わりを深め、子どもの健やかな心と身体
の発達を促し、社会性を育みます。

学校の栄養士による
食の指導、地場産の
野菜等の導入、市民
対象の食育事業（食
育セミナー）

親子料理教室、給食
の実施、栄養士の配

置
母親のための食育教
室、育ち盛りの食育
教室を開催。市食生
活改善推進員協議会
に親子食育教室等を

委託。

継続
健康教育課
健康づくり課

男女が互いに協力して家庭を築き、子どもを生み育てることの意義を学習す
る機会を一層充実します。

セミナー・研修会を開
催し啓発を行う。

継続 生活そうだん課



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 

特定事業の目標値設定 
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第５章 特定事業の目標値設定

第１節 特定事業のニーズ量 

 

次世代育成支援行動計画では、保育サービス、放課後児童健全育成事業、そ

の他の次世代育成支援対策に係る事業について、国から定量的目標事業量の設

定が求められています。本市では次の事業について設定しました。 

 

１．通常保育事業 

２．延長保育事業 

３．夜間保育事業 

４．トワイライトステイ事業 

５．休日保育事業 

６．病児病後児保育事業 

７．放課後児童健全育成事業 

８．一時預かり事業 

９．地域子育て支援拠点事業 

１０．ファミリー・サポート・センター事業 

１１．ショートステイ事業 

 

この目標事業量については、平成 20 年に実施した「次世代育成支援に関す

るニーズ調査」結果より算出 1したニーズ量を基に設定しています。 

また、これら目標事業量については、「新待機児童ゼロ作戦（平成 20 年 2

月 27 日厚生労働省策定）」の最終年度である平成 29 年度を達成年次とし、後

期計画における目標事業量については、平成 29 年度までに達成することを目

標に、現状のサービス基盤の設置状況等を踏まえ設定しています。 

 

前期計画　5年間

平成17年度 平成21年度

後期計画　5年間

平成22年度 平成26年度

新待機児童ゼロ作戦（平成20年2月27日厚生労働省策定）

平成29年度

平成20年度
ニーズ調査

ニーズ量
目標事業量設定

後期計画の目標事業量設定

ニーズ調査結果より平成29年度におけるニーズ量算出

 

 

 

１ ニーズ量は、厚生労働省の算出方法を用いて行っています。 



 

‐116‐ 

■家族類型の変化 

平成 29 年度の保育サービスニーズ量は、ニーズ調査結果から今後の母親の

就労希望による就労形態の変化を見込んで算出しています。 

ニーズ調査結果から求まる、現在の家族類型（父親や母親の就労形態の組み

合わせ）及び平成 29 年度の家族類型をみると、母親の今後の「フルタイムへ

の転換希望」や「未就労者のパート、フルタイムへの就労希望」により、共働

き世帯が増加すると思われます。 

 

図 家族類型の変化（就学前児童） 

5.0%

19.9%

31.8%

37.5%

0.2%

0.2%

5.3%

5.0%

36.7%

24.8%

27.8%

0.2%

0.2%

5.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ひとり親家庭

ﾌﾙﾀｲﾑ共働き

ﾌﾙﾀｲﾑ･ﾊﾟｰﾄ共働き

専業主婦･夫

ﾊﾟｰﾄ×ﾊﾟｰﾄ

無業×無業

その他
現在 平成29年度

 

資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（就学前回答者数 1,220） 

 

図 家族類型の変化（小学校児童） 

10.1%

21.2%

37.1%

23.9%

0.3%

0.2%

7.2%

10.1%

39.9%

27.8%

14.6%

0.2%

0.1%

7.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

ひとり親家庭

ﾌﾙﾀｲﾑ共働き

ﾌﾙﾀｲﾑ･ﾊﾟｰﾄ共働き

専業主婦･夫

ﾊﾟｰﾄ×ﾊﾟｰﾄ

無業×無業

その他
現在 平成29年度

 

資料：次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 H21.3（小学校回答者数 1,401） 
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第５章 特定事業の目標値設定

■平成 29 年度の推計人口とニーズ量 

平成 29 年度の保育サービスニーズ量は、人口推計から求まる平成 29 年度

の 0～8 歳児数をもとに算出しています。 

 

年齢 平成 29 年度推計人口 

0 歳児 1,649 人 

1 歳児 1,750 人 

2 歳児 1,778 人 

3 歳児 1,831 人 

4 歳児 1,894 人 

5 歳児 1,954 人 

6 歳児 2,018 人 

7 歳児 2,074 人 

8 歳児 2,133 人 

資料：こども課  

 
■ニーズ調査結果から求まるニーズ量及びサービス利用率  

ニーズ調査結果から求まる、平成 29 年度における保育サービスのニーズ量

及び利用率は以下のとおりとなります。 

 
事業名 ニーズ量 サービス利用率 

通常保育事業 0～2 歳児 3,456 人 

3～5 歳児 2,316 人 

0～2 歳児 66.8％ 

3～5 歳児 40.8％ 

延長保育事業 0～5 歳児 3,539 人 0～5 歳児 32.6％ 

夜間保育事業 0～5 歳児 384 人 0～5 歳児 3.5％ 

トワイライトステイ事業 0～5 歳児 58 人 0～5 歳児 0.5％ 

休日保育事業 0～5 歳児 2,053 人 0～5 歳児 18.9％ 

病児・病後児保育事業 0～5 歳児 43,092 人・日 － 

放課後児童健全育成事業 6～8 歳児 1,902 人 6～8 歳児 30.6％ 

一時預かり事業 0～5 歳児 99,148 人・日 － 

※地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポート・センター事業、ショートステイ事業のニーズ量に

ついては、ニーズ調査からは算出できません。 
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第２節 特定事業の目標事業量 

 
特定事業について、平成 29 年度のニーズ量を勘案し、現在の利用状況を含

め、平成 26 年度の特定事業にかかわる目標事業量を設定しました。 

 
１．通常保育事業  
 

事業の内容 

保護者等が仕事や病気などのため、就学前の児童を家庭で十分に保育するこ

とができない場合に、適正な保育を実施し、児童の健全な育成を図るとともに

その保護者等を支援する事業です。月曜日から土曜日まで 1 日 11 時間の保育

が基準となります。 

 

事業の方向性 

少子化に歯止めがかからない中、就労形態の変化や核家族化で児童数は減少

するものの、保育需要は増加傾向にあると思われます。よって、定員増や太田

市保育園施設整備計画に基づき環境整備に努め、対応します。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

0～2 歳児 利用人数 2,059 人 

3～5 歳児 利用人数 3,395 人 

0～2 歳児 定員数 3,548 人 

3～5 歳児 定員数 2,364 人 
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第５章 特定事業の目標値設定

２．延長保育事業  
 

事業の内容 

保護者の勤務時間などにより、通常の保育では対応しきれない場合に、あら

かじめ延長保育利用児童として登録されている児童を、通常の保育時間である

11 時間を越えて保育し、児童の健全な育成を図るとともにその保護者等を支

援する事業です。 

 

事業の方向性 

就労形態の多様化から保護者のニーズは高まるものと考えます。よって、地

域性のバランスを考慮し、２箇所増やす予定です。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

0～5 歳児 1 日平均 200 人 

      実施箇所数 34 箇所 

0～5 歳児 定員数 4,000 人 

      実施箇所数 36 箇所 

 

 

３．夜間保育事業  
 

事業の内容 

保護者の働き方の多様化に対応するため、夜間に未就学児童を保育し、児童

の健全な育成を図るとともにその保護者等を支援する事業です。 

 

事業の方向性 

両親の共働き等の増加によりニーズの高まりが予想されます。よって、１箇

所設置いたします。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

－ 0～5 歳児 定員数 300 人 

     実施箇所数 1 箇所 
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４．トワイライトステイ事業  
 

事業の内容 

保護者が仕事等で帰宅が恒常的に夜間になる場合、児童擁護施設等で午後 9

時まで預かり生活指導や夕食の提供を行うことにより、児童の健全な育成を図

るとともにその保護者等を支援する事業です。 

 

事業の方向性 

実績はないが、今後の就労形態の変化や共働きの増加により需要は高まると

予想されます。よって、１箇所増設します。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

0～5 歳児 0 人延べ 0 日利用 

      実施箇所数 1 箇所 

0～5 歳児 延べ利用者数 60 人 

      実施箇所数 2 箇所 

 

 

５．休日保育事業  
 

事業の内容 

日曜・祝日等の休日において、保護者の就労や、傷病及び冠婚葬祭等やむを

得ない理由により、現在保育園に入園している児童を家庭で保育できない場合

に、保護者の子育てを支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的

に休日についても保育する事業です。 

 

事業の方向性 

ニーズ調査の結果と地域のバランスを考慮し、現在２箇所の施設を５箇所に

増やし対応していきます。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

0～5 歳児 延べ 621 人 

      実施箇所数 2 箇所 

0～5 歳児 定員数 2,200 人 

     実施箇所数 5 箇所 
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第５章 特定事業の目標値設定

６．病児・病後児保育事業  
 

事業の内容 

病気の回復期にあるため集団保育等が難しい児童で、保護者の勤務の都合、

傷病、事故、出産、冠婚葬祭等、社会的にやむを得ない事情によって家庭で保

育が困難な児童（小学校低学年児童を含む）の保護養育を行い、保護者の子育

てと就労の両立を支援する事業です。 

 

事業の方向性 

ニーズはありますが、事業の内容と今後の動向を勘案し、検討する必要があ

るため、現状の施設で対応していきます。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

0～5 歳児 延べ 67 人利用 

      実施箇所数 1 箇所 

【病児対応型・病後児対応型】 

80 日 実施箇所数 1 箇所 

【体調不良児対応型】 

0 日 実施箇所数 0 箇所 

 

 

７．放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）  
 

事業の内容 

小学校に在籍する児童について、保護者が仕事等により昼間家庭にいない場

合に、授業終了後、学校敷地内または隣接地に設置した放課後児童クラブで預

かり、適切な遊びや生活指導を行うことにより、児童の健全な育成を図るとと

もに、その保護者等を支援する事業です。 

 

事業の方向性 

今後の就労形態の多様化や、施設の定員や増改築を考慮し、５０箇所の設置

が必要と思われます。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

6～8 歳児 利用者数 2,494 人 

      実施箇所数 32 箇所 

6～8 歳児 定員数 3,000 人 

      実施箇所数 50 箇所 
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８．一時預かり事業  
 

事業の内容 

保護者の働き方の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊急

時の保育を支援するため、保育所に入所していない児童を週 3 日以下、月 14

日以内で専用の保育室で保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を

支援することを目的とする保育事業です。 

 

事業の方向性 

就労形態や価値観の多様化から、ニーズは増加する基と考えられます。よっ

て、地域のバランスも考慮し１５箇所にしていきます。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

0～5 歳児 延べ 2,518 人 

      実施箇所数 11 箇所 

0～5 歳児 3,200 日 

     実施箇所数 15 箇所 

 

 

９．地域子育て支援拠点事業  
 

事業の内容 

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進す

ることにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和

し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とした事業です。 

 

事業の方向性 

ニーズの高さと子育て支援の必要性から、１７箇所に増やし対応してゆきま

す。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

実施箇所数 13 箇所（センター型） 

      1 箇所（ひろば型） 

実施箇所数 17 箇所（センター型） 
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第５章 特定事業の目標値設定

１０．ファミリー・サポート・センター事業  
 

事業の内容 

地域において、育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、

育児や介護について相互援助活動を行う会員組織です。 

 

事業の方向性 

地域に根ざした子育て支援の拠点としてさらに活動内容を充実させ、実施し

てゆきます。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

実施箇所数 1 箇所 実施箇所数 1 箇所 

 

 

１１．ショートステイ事業  
 

事業の内容 

保護者の仕事や疾病、冠婚葬祭などにより一時的に児童の養育が困難となっ

た場合に、児童養護施設等で一定期間、養育・保護することによって、これら

児童及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする事業です。 

 

事業の方向性 

ショートステイに対するニーズは今後高まることが予想されるため、２箇所

に増やし実施してゆきます。 

 

ニーズ量及び目標事業量 

現状（平成 20 年度） 目標事業量（平成 26 年度） 

0～5 歳児 24 人延べ 93 日利用 

      実施箇所数 1 箇所 

0～5 歳児 実施箇所数 2 箇所 
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次世代育成支援計画推進のために 
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第６章 次世代育成支援計画推進のために

１．取組方針  
本計画は、太田市の少子化対策及び子育て支援に関する基本的な方向性を定

めたものです。各施策の推進については、関係各課が連携し、全庁的に取り組

んでいく必要があります。 

また、子育て支援は社会全体で解決する問題であるという観点から、太田市

のすべての家庭や事業主、子育て支援活動をしている団体をはじめとした、市

民一人ひとりが行政と協力して計画を推進します。 

 

 

２．庁内推進体制  
庁内の関係各課からなる「庁内推進会議」を引き続き組織し、事業実施に伴

う調整や毎年度の計画実施状況の把握と検討を行います。 

 

 

３．地域推進協議会の設置  
市民の代表や学識経験者、関係機関からなる「（仮称）太田市次世代育成支援

地域協議会」を組織し、毎年度の計画実施状況の把握と検討を行います。 

 

 

太田市次世代育成支援行動計画
推　進　体　制

太田市次世代育成支援行動計画
推　進　体　制

（仮称）太田市次世代育成支援
地域協議会

庁内推進会議

地域推進体制 庁内推進体制

委員構成
市民・学識経験者・医師
事業主・関係団体・関係
行政機関

委員構成
各担当課部課長
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４．計画の進捗管理と点検・評価  
本行動計画の推進にあたっては、各年度においてその実施状況を一括して把

握・点検・評価し、その結果をその後の実施や計画の見直し等に反映させてい

くことが必要です。 

そこで、庁内の関係各課からなる「庁内推進会議」において、関係課の連携

の基に、毎年度実施状況を把握・点検し、各施策を総合的かつ計画的に推進し

ます。 

また、市民や各関係団体等の意見を反映させるため、「（仮称）太田市次世代

育成支援地域協議会」を組織し、多くの市民の声が生かせるように広報や市の

ホームページ等を活用した意見の収集に努め、本行動計画の評価、改善を継続

的に進めていきます。 

さらに、この計画の主人公である「子どもたちの声」や「子育て家庭の声」

を中心に、利用者の視点に立った声を生かせるよう市民に意見聴取を求め、計

画の実行性や見直しの検討に努めます。 

 

■進捗管理と点検・評価 

推進施策 目標 所管課 

庁内推進会議 年 2 回 こども課 

（仮称）太田市次世代育成支援地域協議会  年 1 回 こども課 

広報・市のホームページ等を活用した情報公開 年 1 回 こども課 

利用者の視点に立った意見聴取 年 1 回 こども課 

 

■利用者の視点に立った評価指標（案） 

施策分野：地域における子育ての支援 

・子育てに関して不安感や負担感をもつ保護者の割合 

・希望した時期に保育サービスを利用することができたと感じる割合 

・子育てが地域の人に支えられていると感じる割合 

・子育てについて気軽に相談できる人がいる割合  等 

施策分野：仕事と家庭生活の両立の推進 

・仕事と子育ての両立が図られていると感じる割合  等 

施策分野：子育てを支援する生活環境の整備 

・地域の子育て環境が安全で安心であると感じる割合  等 

総合評価 

・子育て環境が整っていると感じる割合 等 
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１．個別事業一覧（ライフステージ）  
 

本計画に示した子育てに関する各施策は、子どもや親の年齢、あるいは世帯

のあり方などによってニーズが大きく異なるため、具体的に対象を絞ってきめ

細かく対応していくことが必要です。 

このため、各施策をライフステージに応じて区切り、事業を整理します。 

 

出
産

1
年
2
年
3
年
4
年
5
年
6
年
1
年
2
年
3
年

1 病児・病後児保育事業の推進 こども課

2 ファミリー・サポート・センター事業の推進 こども課

3 放課後児童クラブの充実 児童施設課

4 ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業の推進 こども課

5 一時預かり事業の推進 こども課

6 特定保育事業の推進 こども課

7 預かり保育事業の推進 こども課

8 つどいの広場設置事業の推進 こども課

9 地域子育て支援センター事業の充実 こども課

10 幼稚園・保育園における子育て支援の充実 こども課

11 「放課後子ども教室」の充実 青少年課

12  延長保育事業の推進 こども課

13  休日保育事業の推進 こども課

14 夜間保育事業の推進 こども課

15 障がい児保育事業の推進 こども課

16 病児・病後児保育事業の推進（再掲） こども課

17 一時預かり事業の推進（再掲） こども課

18 低年齢児保育事業の推進 こども課

19 認可外保育施設への支援 こども課

20 保護者負担の軽減 こども課

21 子育てガイドブックの作成・配布 こども課

22 インターネット等による子育ての情報の提供 こども課

23 子育て支援のネットワークづくり こども課

24 幼保一元化施設の整備促進 こども課

25 児童館の充実と整備推進 児童施設課

26 公民館、生涯学習センターを利用した児童ふれあい交流促進事業
の実施

学校指導課

27 青少年の体験活動を総合的に推進 青少年課

28 学校・家庭・関係団体が連携した地域ぐるみのサポート体制の整
備

学校指導課

29 開かれた学校づくり 学校指導課

30 幼稚園・保育園における子育て支援の充実（再掲） こども課

31 主任児童委員・児童委員活動の推進 社会支援課
社会福祉協議会

32 放課後児童クラブの充実（再掲） 児童施設課

33 「放課後子ども教室」の充実（再掲） 青少年課

34 子どもの権利条約の普及・啓発 生活そうだん課

35 「太田市人権教育・啓発に関する基本計画」 生活そうだん課

36 子ども手当 こども課

37 第３子以降子育て支援事業 子育て支援室

1-（5）　その他

18
歳

〜 〜

20
歳

主
要
施
策

生
　
涯 2

歳

小学生

基
本
方
針

中学生
3
歳
4
歳
5
歳

事業名

1-（2）　保育サービスの充実

1-（3）　子育て支援のネットワークづくり

1-（4）　子どもの健全育成

以
　
降

所　管　課

基本方針１　地域における子育ての支援

1-（1）　地域における子育て支援サービスの充実

妊
　
娠 0
歳
1
歳
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出
産

1
年
2
年
3
年
4
年
5
年
6
年
1
年
2
年
3
年

38 妊娠早期届出の推進 健康づくり課

39 母子手帳の交付 健康づくり課

40 妊産婦の健康診査の促進 健康づくり課

41 妊産婦の健康相談の充実 健康づくり課

42 乳幼児の健康相談の充実 健康づくり課

43 乳幼児の健康診査の促進 健康づくり課

44 母子訪問指導の充実 健康づくり課

45 母乳相談 健康づくり課

46 妊娠中のセミナー 健康づくり課

47 発達相談 健康づくり課

48 すくすく親子教室 健康づくり課

49 予防接種の推進 健康づくり課

50 食育事業の推進 健康教育課
健康づくり課

51 性や性感染症に関する知識の普及 健康教育課
市立商業高校

52 10代の飲酒・喫煙等の防止徹底 健康教育課
市立商業高校

53 薬物乱用防止教育の推進 健康教育課
市立商業高校

54 いじめ等の問題に関するカウンセリングの推進 学校指導課

55 思春期相談の充実 学校指導課

56 心の教育の推進 学校指導課

57 小児の救急医療体制の促進 健康づくり課

58 医療助成制度の充実 医療年金課

59 不妊治療の促進 健康づくり課

主
要
施
策

生
　
涯

18
歳

〜 〜

20
歳

3
歳
4
歳
5
歳

事業名

基本方針２　母親と乳児及び幼児等の健康の確保及び増進

以
　
降

所　管　課
妊
　
娠 0
歳
1
歳
2
歳

小学生

基
本
方
針

中学生

2-（5）　不妊に対する支援

2-（1）　子どもや母親の健康の確保

2-（2）　食育の推進

2-（3）　思春期保健対策の充実

2-（4）　小児医療の充実

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‐129‐ 

資 料 編

出
産

1
年
2
年
3
年
4
年
5
年
6
年
1
年
2
年
3
年

60 男女共同参画に対応した実践的な事業の推進 生活そうだん課

61 児童の赤ちゃんとの出会い・ふれあい交流事業の推進 学校指導課

62 育児体験学習の推進 学校指導課

65 小・中学校に「悩みごと相談員」の配置 学校指導課

66 学校・家庭・関係団体が連携した地域ぐるみのサポート体制の整
備

学校指導課

67 文化活動や芸術鑑賞の機会の充実 学校指導課
生涯学習文化課

68 健康教育の推進 健康づくり課

69 「防犯教室」の開催 健康教育課

71 学校施設の整備 施設管理課

72 幼児教育についての情報提供の促進 こども課

73 幼稚園・保育園と小学校の連携強化 学校指導課
こども課

75 自然体験活動の取組推進 学校指導課

77 「こどもエコクラブ」事業の推進 環境政策課

78 「学校ＩＳＯ」事業(環境）の推進 学校指導課

79 太田こども環境ＩＳＯ事業の推進 こども課

80 書店、コンビニエンスストアなどにおける未成年者に対する有害
雑誌・図書等の販売抑制

青少年課

81 出会い系サイト等による犯罪被害防止対策の促進 学校指導課
青少年課

82 優良な公営住宅の供給拡大 住宅課

84 歩道の新設促進 道路建設課

85 「ゆうゆう歩道整備マニュアル」に即した歩道の整備促進 道路建設課

86 「あんしん歩行エリア」、「事故危険箇所」の整備推進 交通政策課

87 ユニバーサルデザインによる都市公園等の整備促進 花と緑の推進課
こども課

88 建築物・構造物のバリアフリー化 障がい福祉課

91 子どもに配慮した防災対策の推進 こども課

92 ファミリー・サポート・センター事業の推進（再掲） こども課

93 子育て期の親の就労支援 工業政策課

95 保育所児童受入体制の充実 こども課

18
歳

〜 〜

20
歳

基
本
方
針

中学生
3
歳
4
歳
5
歳

事業名

主
要
施
策

生
　
涯

基本方針３　子どもの心身の健やかな成長に向けた教育環境の整備

3-（1）　次代につなぐ健やかな心の育成

3-（2）　子どもの生きる力の育成に向けた学校等の教育環境の整備

以
　
降

所　管　課
妊
　
娠
0
歳
1
歳
2
歳

小学生

3-（3）　家庭や地域の教育力の向上

3-（4）　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

基本方針４　子育てを支援する生活環境の整備

4-（1）　良質な住宅と良好な居住環境の確保

5-（1）　多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し等

4-（2）　安全な道路交通環境の整備

4-（3）　安心して外出できる環境の整備

4-（4）　安全・安心まちづくりの推進等

基本方針５　仕事と家庭生活の両立の推進
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出
産

1
年
2
年
3
年
4
年
5
年
6
年
1
年
2
年
3
年

－ 該当事業なし －

103 犯罪等に関する情報の提供を推進 危機管理室

104 子ども被害者情報の提供を推進 こども課

105 毎月16日防犯パトロールの実施 危機管理室

106 パトロール活動の推進 学校指導課
青少年課

107 青色回転灯防犯パトロール車の運行 危機管理室

108 太田市防犯情報サービスのメール配信 危機管理室

109 参加・体験・実践型の防犯学習の推進 危機管理室

110 子ども防犯ブザーの配布 健康教育課

111 子ども防犯テキストの配布 学校指導課

112 「子ども安全協力の家」の普及・促進 健康教育課

113 「被害少年カウンセラー」の充実 青少年課

基本方針６　子どもの安全の確保

18
歳

〜 〜

20
歳

主
要
施
策

生
　
涯

基
本
方
針

中学生
3
歳
4
歳
5
歳

事業名

6-（1）　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

6-（2）　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

6-（3）　被害に遭った子どもの保護の推進

以
　
降

所　管　課
妊
　
娠 0
歳
1
歳
2
歳

小学生
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出
産

1
年
2
年
3
年
4
年
5
年
6
年
1
年
2
年
3
年

114 つどいの広場設置事業の促進（再掲） こども課

115 子育て支援総合コーディネーターの配置 こども課

116 太田市要保護児童対策地域協議会の推進 こども課

117 育児相談の実施 健康づくり課

118 育児等健康支援事業の推進 健康づくり課

119 児童家庭支援センターの拡充 こども課

120 家庭児童相談室の充実 こども課

121 ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業の推進（再掲） こども課

122 ひとり親家庭生活支援事業の実施 こども課

123 母子家庭自立支援給付金事業の推進 こども課

124 母子生活支援施設事業の推進 こども課

125 ひとり親家庭等就業による自立支援の推進 こども課

126 母子家庭等自立支援推進事業の実施 こども課

127 母子寡婦福祉資金の貸付 こども課

128 児童扶養手当の支給 こども課

129 母子家庭等児童中学校卒業祝金の充実 こども課

130 児童福祉手当（交通遺児・労働災害遺児含）手当の充実 こども課

131 交通遺児及び労働災害遺児援助事業の充実 こども課

132 障がい児教育の充実 学校指導課

133 障がい児ホームヘルプ事業の充実 障がい福祉課

134 障がい児デイサービス事業の充実 障がい福祉課

135 障がいのある児童生徒の地域活動支援 障がい福祉課

136 障がい児の支援ネットワーク 障がい福祉課

137 身体障がい者更正援護施設等に保護する事業の実施 障がい福祉課

138 障がい児短期入所事業の充実 障がい福祉課

139 心身障がい児早期療育指導委員会事業の充実 障がい福祉課

140 すべての人にやさしい「ユニバーサルデザイン」に向けたまちづ
くり事業の推進

建築指導課
障がい福祉課

141 生活支援の充実 障がい福祉課

142 特別児童扶養手当の支給 障がい福祉課

143 LD（学習障がい）、ADHD（注意欠陥/多動性障がい）、高機
能自閉症等のある子どもに対する総合的な教育支援体制の整備推

学校指導課

144 就学援助の充実 学校指導課

145 奨学金制度の充実 教育総務課

147 乳幼児の健康相談の充実（再掲） 健康づくり課

148 母子訪問指導の充実（再掲） 健康づくり課

149 家庭児童相談室の充実（再掲） こども課

150 つどいの広場設置事業の推進（再掲） こども課

151 食育事業の推進（再掲） 健康教育課
健康づくり課

152 男女共同参画に対応した実践的な事業の推進（再掲） 生活そうだん課

20
歳

主
要
施
策

生
　
涯

基
本
方
針

中学生
3
歳
4
歳
5
歳

事業名 以
　
降

所　管　課
妊
　
娠 0
歳
1
歳
2
歳

小学生

18
歳

〜 〜

7-（4）　就学困難児のための施策

基本方針８　子育て期を迎えた親の育成支援～親育て～

8-（1）　子育て期を迎えた親の育成支援

基本方針７　要保護児童への対応などきめ細かな取組みの推進

7-（1）　児童虐待防止対策の充実

7-（2）　母子家庭等の自立支援の推進

7-（3）　障がい児施策の充実
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２．太田市次世代育成支援行動計画後期計画策定の経緯  
 
期日 内容 

平成 21 年 

3 月 

次世代育成支援に関するニーズ調査 

平成 21 年 

8 月 19 日 

第１回太田市次世代育成支援後期行動計画策定委員会 

（１）太田市次世代育成支援後期行動計画について 

（２）ニーズ調査の結果について 

（３）計画目標数値の設定について 

平成 21 年 

8 月 24 日 

第１回太田市次世代育成支援後期行動計画策定委員会（検討部会） 

（１）太田市次世代育成支援後期行動計画について 

（２）ニーズ調査の結果について 

（３）後期行動計画に対する意見、要望等について 

平成 21 年 

12 月 1 日 

第 2 回太田市次世代育成支援後期行動計画策定委員会 

（１）後期行動計画に盛り込む事業の現状について 

（２）計画目標数値の設定について 

平成 21 年 

12 月 9 日 

第 2 回太田市次世代育成支援後期行動計画策定委員会（検討部会） 

（１）後期行動計画に盛り込む事業の現状について 

（２）計画目標数値の設定について 

平成 22 年 

3 月 12 日 

第 3 回太田市次世代育成支援後期行動計画策定委員会（検討部会） 

（１）太田市次世代育成支援行動計画（案）について 

平成 22 年 

3 月 16 日 

第 3 回太田市次世代育成支援後期行動計画策定委員会 

（１）太田市次世代育成支援行動計画（案）について 
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３．太田市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱  
 

（設置）  
第１条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）

第８条第１項の規定により太田市次世代育成支援行動計画（以下「計画」とい

う。）を策定し、もって本市における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を

取り巻く環境の変化に対し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、

育成される社会を形成することを目的に太田市次世代育成支援行動計画策定委

員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。  
 （所掌事務）  
第２条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。  
 ⑴ 太田市次世代育成支援行動計画の策定に関すること。  
 ⑵ その他必要な事項に関すること。  
（組織）  

第３条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表第１に

掲げる職にある者をもって充てる。  
 （委員長及び副委員長）  
第４条 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。  
２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。  
（会議）  

第５条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。  
 （担当者部会）  
第６条 策定委員会に、計画の策定に係る調査及び検討を行うため、担当者部会

を置く。  
２ 担当者部会は、こども課長のほか、生活そうだん課、危機管理室、交通政策

課、社会支援課、障がい福祉課、児童施設課、子育て支援室、健康づくり課、

工業政策課、道路建設課、花と緑の推進課、住宅課、学校指導課、健康教育課、

青少年課、生涯学習文化課及びスポーツ振興課に属する職員のうち、実務を担

当する者をもって組織する。  
３ こども課長は、必要があると認めるときは、担当者部会を招集し、これを主

宰する。  
 （検討部会）  
第７条 策定委員会に、市民の意見を反映させるため、検討部会を置く。  
２ 検討部会は、別表第２に掲げる職にある者をもって組織する。  
３ 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員（以下「部会員」）

の互選によりこれを定める。  
４ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。  
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５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理

する。  
５ 部会長は、必要があると認めるときは、検討部会を招集し、これを主宰する。  
６ 部会員の任期は、平成２１年７月１日から平成２２年３月２５日までとする。 
７ 部会員の欠員が生じたときの補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とす

る。  
（事務局）  

第８条 策定委員会に、その事務を処理させるため、事務局を置く。  
２ 事務局の庶務は、こども課において処理する。  
 （その他） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。  
 
別表第１（第３条関係）  
委員長  こども担当副部長  
副委員長 こども課長  
委員  生活そうだん課長、危機管理室長、交通政策課長、社会支援課長、

障がい福祉課長、児童施設課長、子育て支援室長、健康づくり課長、

工業政策課長、道路建設課長、花と緑の推進課長、住宅課長、学校

指導課長、健康教育課長、青少年課長、生涯学習文化課長、スポー

ツ振興課長  
 
別表第２（第７条関係）  

１ 学識経験者 

２ 私立幼稚園協会代表 

３ 私立幼稚園ＰＴＡ連合会代表 

４ 保育園連絡協議会代表 

５ 保育協議会代表 

６ 小学校長会代表 

７ 中学校長会代表 

８ 小中特別支援学校ＰＴＡ連合会代表 

９ 民生児童委員協議会代表 

１０ 社会福祉協議会代表 

１１ 児童館運営委員会代表 

１２ 地域活動連絡協議会代表 

１３ 市民代表 

１４ 市民代表  
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４．太田市次世代育成支援行動計画策定委員会（検討部会） 委員名簿  
 

敬称省略  

 氏   名  団 体 等  役職等  委員会  

１  辻村 好一  東光虹の家、こども家庭相談室  施設長  部会長  

２  坂本 緑  私立幼稚園協会  会 長   

３  岡田 喜浩  私立幼稚園 PTA 連合会  会 長   

４  半田 祥一  保育園連絡協議会  副会長   

５  横川 典一  保育協議会  会 長   

６  生方 悟  小学校長会  会 長   

７  石﨑 幸子  中学校長会  校 長   

８  下山 真之  小中特別支援学校 PTA 連合会  会 長   

９  村岡 新一郎  民生児童委員協議会  会 計  副部会長  

１０  天笠 哲夫  社会福祉協議会  事務局長   

１１  今井 博久  児童館運営委員会  副会長   

１２  稲見 康恵  地域活動連絡協議会  会 長   

１３  石田 陽子  市民代表    

１４  茂呂 隆司  市民代表    
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５．太田市次世代育成支援行動計画策定委員会 委員名簿  
 

 所  属  委 員 名  備 考  

１  福祉こども部  こども担当副部長   

２   こども課長   

３  市民生活部  生活そうだん課長   

４   危機管理室長   

５   交通政策課長   

６  福祉こども部  社会支援課長   

７   障がい福祉課長   

８   児童施設課長   

９   子育て支援室長   

１０  健康医療部  健康づくり課長   

１１  産業環境部  工業政策課長   

１２  都市整備部  道路建設課長   

１３   花と緑の推進課長   

１４   住宅課長   

１５  教育委員会  学校指導課長   

１６   健康教育課長   

１７   青少年課長   

１８   生涯学習文化課長   

１９   スポーツ振興課長   
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６．次世代育成支援に関するニーズ調査  
 
（１）調査の目的  

後期計画の策定にあたり、就学前児童（0 歳～5 歳）及び就学児童（小学 1

年生～小学 6 年生）の保護者の保育や子育てに関するニーズ、児童の生活状況

等、子育てに対する考え方等を把握し、将来必要なサービスの事業量算出及び

支援策検討の基礎資料とし、後期計画に反映させることを目的にニーズ調査を

実施しました。 

 
（２）調査設計  
 

◆調査対象及び抽出方法 

本調査は、太田市に在住の就学前児童及び就学児童の保護者を対象に実施し

ました。 

調査対象者数、抽出方法等については、下表のとおりとなります。 

区  分 調査対象者数 調査対象 

就学前児童 1,500 名 無作為抽出 

就学児童 1,500 名 無作為抽出 

 

◆調査時期及び調査方法 

調査時期：平成 21 年 3 月 

調査方法：調査票による本人記入方式。手渡しによる配布・回収調査（一部

郵送配布・回収）。 

 
（３）回収率  

就学前児童及び就学児童の保護者の回収率は、下表のとおりとなります。 

区  分 調査票配布数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童 1,500 1,220 81.3% 

就学児童 1,500 1,401 93.4% 

合計 3,000 2,621 87.4% 
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（４）調査項目  
 
◆就学前児童及び就学児童の保護者 

共通項目：年齢、家族の状況などの属性 

個別項目： 

①就学前児童保護者：両親の就労状況、保育サービス及び子育て支援サービ

スの利用状況と認知度・利用意向・満足度、太田市の

子育て環境等 

②就 学 児 童 保 護 者：両親の就労状況、放課後児童クラブの利用状況と利用

意向、保育サービス及び子育て支援サービスの利用状

況と認知度・利用意向・満足度、太田市の子育て環境

等 

 

※調査結果の概要については、第２章 第 2 節「ニーズ調査結果からみた子育て

状況」に掲載しています。  
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７．子育て関連問合せ先一覧表  
 

◆保育園 

所　在　地 電　　話

新 田 第 一 保育園 新田中江田町985 56－2549

太 田 東 保育園 東長岡町1407－5 25－1258

太 田 南 保育園 高林南町774 38－1539

太 田 愛 育 保育園 下浜田町946－1 46－3926

韮 川 保育園 台之郷町845 48－1338

休 泊 保育園 龍舞町1925－3 45－3832

強 戸 保育園 寺井町693－1 37－1631

毛 里 田 保育園 矢田堀町388－3 37－1138

太 田 杉 の 子 保育園 高林北町2097－1 38－0371

こ ま ど り 保育園 石原町1038 45－3466

鳥 山 保育園 鳥山中町1074－5 25－4079

熊 野 保育園 熊野町23－21 22－6015

末 広 保育園 末広町543－5 38－1830

由 良 保育園 由良町91－3 31－8393

こ ば と 保育園 台之郷町1694 25－8130

ゆ り か ご 保育園 中根町502－1 31－0826

飯 田 保育園 飯田町910 45－8223

つ く し 保育園 東矢島町1208－1 45－0300

し ら か ば 保育園 新道町52 31－2457

育 実 保育園 富若町530－1 25－1570

牛 沢 保育園 牛沢町1023 38－4253

宝 泉 保育園 宝町393 31－3160

ふ じ あ く 保育園 藤阿久町481－1 31－5700

あ す な ろ 保育園 只上町1370－1 37－5225

内 ヶ 島 保育園 内ヶ島町843 45－6687

大 島 保育園 大島町675－4 25－4881

鶴 生 田 保育園 鶴生田町401－1 25－5947

に し の も り 保育園 新野町843－8 31－2003

お じ ま 第 一 保育園 亀岡町61－2 52－0519

お じ ま 第 二 保育園 粕川町77 52－0297

お じ ま 第 三 保育園 堀口町206－5 52－3981

世 良 田 保育園 世良田町3119－7 52－1035

綿 打 保育園 新田上江田町767－1 56－7901

生 品 保育園 新田市野井町135－3 57－0113

藪 塚 本 町 保育園 薮塚町1578 0277－78－4226

大 原 保育園 大原町1283 0277－78－2105

樟 の 木 保育園 薮塚町2917－2 0277－78－3716

大 原 南 保育園 大原町110 0277－78－4455

中 原 保育園 薮塚町2158－5 0277－78－4748

大 原 西 保育園 大原町1777 0277－78－5580

浜 町 保育園 浜町25－5 45－2809

園　　　　名
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◆準認可保育施設 

園　　　　名 所　在　地 電　　話

ぽぷら保育園 只上町1665 37－7781

リズム幼児園 粕川町193 52－3759

めだか保育園 新田木崎町1127－1 56－7510

みその幼児園 新井町318 30－2311

ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑふうせん 飯田町1274 48－1616

アプリコット保育園 高林東町2439-3 38-4733  

 

◆幼稚園 

 

公立幼稚園 

園　　　　名 所　在　地 電　　話

生品幼稚園 新田村田町995 57－1076

綿打幼稚園 新田上田中町825 57－0571

薮塚本町幼稚園 薮塚町1745－3 0277－78－2446

薮塚本町南幼稚園 大原町2201－1 0277－78－6089  

 

私立幼稚園 

園　　　　名 所　在　地 電　　話

太田幼稚園 本町41－41 22－3628

金山幼稚園 鳥山上町1633 37－0602

三宝幼稚園 本町22－6 22－7061

大光院幼稚園 金山町37－8 22－3290

なかよし幼稚園 新島町688 45－4994

ひかり幼稚園 新井町556－1 45－7134

宝泉北幼稚園 別所町388－2 32－0424

東別所幼稚園 飯塚町1113－9 45－2505

太田仁愛幼稚園 成塚町512－2 37－1723

若葉幼稚園 下小林町677 45－7365

いなり幼稚園 細谷町22－1 31－7500

台之郷幼稚園 台之郷町535 45－8161

南幼稚園 高林西町474－7 38－1980

太田いずみ幼稚園 東今泉町801－1 37－3245

第二ひかり幼稚園 宝町148 32－2466

新明幼稚園 由良町1829－5 32－2368

木崎町幼稚園 新田木崎町1391－2 56－5188  
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◆認定こども園 

 

幼保連携型 

園　　　　名 所　在　地 電　　話

太田いずみ幼稚園 東今泉町801－1 37－3245  

 

幼稚園型 

園　　　　名 所　在　地 電　　話

宝泉北幼稚園 別所町388－2 32－0424

いなり幼稚園 細谷町22－1 31－7500

台之郷幼稚園 台之郷町535 45－8161  

 

 

◆放課後児童クラブ 

名　　　　称 所　在　地 電　　話

太田小放課後児童クラブ 本町31－1 22－7320

太田東小放課後児童クラブ 東本町53－21（太田東小南） 22－3311

九合小放課後児童クラブ 飯塚町1534 48－1141

中央小放課後児童クラブ 飯田町1166 48－8236

旭小放課後児童クラブ 東矢島町1249 49－2356

さわの学童クラブ 福沢町227（沢野小） 38－3995

沢野中央小放課後児童クラブ 富沢町73 38－8300

南小放課後児童クラブ 高林東町1372 38－5271

末広学童クラブ 末広町561－5（民家） 38－8005

学童クラブたんぽぽ 南矢島町737－11（民家） 38－0822

韮川小放課後児童クラブ 台之郷町999 46－8536

韮川西小放課後児童クラブ 安良岡町51 22－6121

駒形小放課後児童クラブ 植木野町7 46－9059

鳥之郷小放課後児童クラブ 大島町1046－1 25－6897

城西小放課後児童クラブ 新野町127 31－5639

鳥之郷児童館放課後児童クラブ 新野町203 32－6601

鳥山保育園学童クラブ 鳥山中町1074－5 25－4079

強戸小放課後児童クラブ 天良町858－2 37－7731

休泊学童クラブ 龍舞町2017（休泊公民館） 49－0058

宝泉小放課後児童クラブ 宝町373－1（宝泉小西） 55－0003

宝南小放課後児童クラブ 中根町261－1 32－5315

宝泉東小放課後児童クラブ 藤久良町50 31－2601

毛里田小放課後児童クラブ 只上町970－1 37－2213

毛里田児童館放課後児童クラブ 只上町406 37－1314

あすなろクラブ 只上町370－1（あすなろ保育園） 37－5225

尾島児童館放課後児童クラブ 亀岡町96－3 52－2945

世良田児童館放課後児童クラブ 世良田940－10 52－5939

木崎放課後児童クラブ 新田中江田町984－1（新田第一保育園） 56－2637

木崎児童館放課後児童クラブ 新田中江田町982－1 56－8400

生品児童館放課後児童クラブ 新田村田町1081－1 20－9121

もみの木学童保育所 新田市野井町135－2（生品保育園） 57－4550

綿打小放課後児童クラブ 新田上田中町795－3 57－2341

綿の実なかよし学童保育所 新田上田中町828－1（綿打小西） 57－3714

藪塚本町放課後児童クラブ 藪塚町1745－3（藪塚本町幼稚園） 0277-78-2446

藪塚本町南放課後児童クラブ 大原町2201－1（藪塚本町南幼稚園） 0277-78-6089

ぐんま国際アカデミー学童クラブ 西本町69－1 090-8085-7068  
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◆児童館 

名　　　　称 所　在　地 電　　話

児童センター 本町29－1（太田小東） 25－6430

九合児童館 飯塚町586－2（東中東） 48－1148

沢野児童館 高林北町931－1（消防署沢野分署南） 38－1991

韮川児童館 台之郷町1016（韮川小西） 46－9329

鳥之郷児童館 新野町203（城西小西） 32－6601

休泊児童館 龍舞町1985－13（休泊公民館南） 45－9892

宝泉児童館 由良町1738－1（宝泉小北） 31－1130

毛里田児童館 只上町406（毛里田小南） 37－1314

尾島児童館 亀岡町96－3（尾島小東） 52－2945

世良田児童館 世良田町940－10（世良田小北） 52－5939

生品児童館 新田村田町1084－1（生品小東） 20－9121

綿打児童館 新田上田中町828－11（綿打小西） 57－3837

木崎児童館 新田中江田町982－1（木崎小西） 56－8400

強戸児童館 太田市石橋町842番地1 37－7773  

 

◆子育てサロン（ポピンズ） 

名　　　　称 所　在　地 電　　話

子育てサロン（ポピンズ） 飯塚町591－1（九合行政センター内） 45－6926  

 

◆子育て支援センター 

名　　　　称 所　在　地 電　　話

浜町保育園地域子育て支援センター 浜町25－5 45－2809

こまどり保育園地域子育て支援センター 石原町1038 45－3466

宝泉保育園地域子育て支援センター 宝町393 31－3160

鶴生田保育園地域子育て支援センター 鶴生田町401－1 25－5947

末広保育園地域子育て支援センター 末広町543－5 38－1830

ゆりかご保育園子育て支援センター 中根町502－1 31－0826

おじま第一保育園子育て支援センター 亀岡町61－2 52－0519

新田第一保育園子育て支援センター 新田中江田町985 56－2549

生品保育園子育て支援センター 新田市野井町135－3 57－0113

綿打保育園子育て支援センター 新田上江田町767－1 56－7901

薮塚本町保育園子育て支援センター 薮塚町1578 0277－78－4226

あすなろ保育園地域子育て支援センター 只上町1370－1 37－5225

樟の木保育園子育て支援センター 薮塚町2917－2 0277－78－3716

鳥山保育園子育て支援センター 鳥山中町1074－5 25－4079  

 

◆ファミリー・サポート・センター 

名　　　　称 所　在　地 電　　話

太田市ファミリー・サポート・センター 浜町66－49（勤労会館1F) 46－5811  

 

◆保健センター 

名　　　　称 電　　話

太田市保健センター 46－5115

新田保健センター 57－2651

尾島保健センター 52－5200

薮塚本町保健センター 0277－20－4400  
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◆行政機関 

名　　　　称 所　在　地 電　　話

太田市役所 浜町2－35 0276－47－1111

西部地域福祉課 新田金井町29 20－9711

生涯学習文化課 粕川町520 20－7093

太田行政センター 本町20－1 22－1121

九合行政センター 飯塚町591－1 45－6978

沢野行政センター 福沢町279－1 38－4281

韮川行政センター 東長岡町1853 48－6853

鳥之郷行政センター 新野町203 32－6854

強戸行政センター 菅塩町345 37－4979

休泊行政センター 龍舞町4053 49－0201

宝泉行政センター 西野谷町38－2 32－2688

毛里田行政センター 矢田堀町244－5 37－1059

尾島行政センター 亀岡町63－1 52－2341

世良田行政センター 世良田町1535－4 52－1002

木崎行政センター 新田木崎町1215－1 56－1053

生品行政センター 新田村田町1107－1 57－1055

綿打行政センター 新田大根町953－1 57－1041

薮塚本町行政センター 大原町459－1 0277－78－2111

太田市保健センター 飯塚町1549 0276－46－5115

尾島保健センター 粕川町520 52－5200

新田保健センター 新田反町町879 57－2651

薮塚本町保健センター 大原町482－1 0277－20－4400  

 

◆平日夜間急病診療所 

名　　　　称 所　在　地 電　　話

平日夜間急病診療所
飯塚町1549-1
太田市総合健康センター２階

60-3099
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